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第一部 【企業情報】 

  

第１ 【企業の概況】 

  

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第１期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純損失が計上されているため記載していない。 

第２期及び第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純利益を下回らないため記載していない。

３ 当社は平成15年10月１日付の会社分割による建設事業部門の承継後に営業を開始したため、第１期の一部の指標は６カ月

間のものである。 

回次 第１期 第２期 第３期 

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 (百万円) 186,431 304,260 299,285 

経常利益 (百万円) 7,498 8,678 5,295 

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

(百万円) △38,530 5,201 3,286

純資産額 (百万円) 25,828 31,041 35,172 

総資産額 (百万円) 213,725 200,072 189,959 

１株当たり純資産額 (円) 6.48 11.65 16.26 

１株当たり当期純利益又は 
当期純損失（△） 

(円) △69.86 5.16 3.11

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) － － － 

自己資本比率 (％) 12.1 15.5 18.5 

自己資本利益率 (％) △297.7 18.3 9.9 

株価収益率 (倍) － 44.5 73.6 

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 2,556 5,835 10,250 

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 5,888 526 8,243 

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △6,790 △7,750 △19,419 

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 18,652 17,267 16,351 

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人) 
2,660
[392]

2,662
[388]

2,646
[374]



  

(2) 提出会社の経営指標等 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 上記記載の優先株式は、全て平成15年８月29日に発行した「第一回Ａ種優先株式」、「第一回Ｂ種優先株式」である。 

３ 第１期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純損失が計上されているため記載していない。 

      第２期及び第３期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、１株当たり当期純利益を下回らないため記載していない。

４ 当社は平成15年10月１日付の会社分割による建設事業部門の承継後に営業を開始したため、第１期の一部の指標は６カ月

間のものである。 

  

回次 第１期 第２期 第３期 

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 (百万円) 178,996 294,256 290,325 

経常利益 (百万円) 6,407 9,037 7,619 

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

(百万円) △39,823 5,668 5,653

資本金 (百万円) 28,401 28,401 28,401 

発行済株式総数 (千株) 
普通株式  937,310
Ａ種優先株式 27,000 
Ｂ種優先株式 12,500 

普通株式 937,310
Ａ種優先株式 27,000 
Ｂ種優先株式 12,500 

普通株式   937,310
Ａ種優先株式 27,000 
Ｂ種優先株式 12,500 

純資産額 (百万円) 24,466 30,132 36,673 

総資産額 (百万円) 208,120 196,600 187,879 

１株当たり純資産額 (円) 5.03 10.68 17.86 

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配当額) 

(円)

普通株式   0.00
Ａ種優先株式   － 
Ｂ種優先株式    － 
（普通株式    －）
（Ａ種優先株式  －）
（Ｂ種優先株式  －）

普通株式  0.00
Ａ種優先株式   8.02 
Ｂ種優先株式  11.77 
（普通株式    0.00）
（Ａ種優先株式   －）
（Ｂ種優先株式   －）

普通株式     0.00
Ａ種優先株式  8.02 
Ｂ種優先株式 11.77 
（普通株式    0.00）
（Ａ種優先株式  4.01）
（Ｂ種優先株式  5.88）

１株当たり当期純利益又は 
当期純損失（△） 

(円) △72.20 5.65 5.64

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

(円) － － － 

自己資本比率 (％) 11.8 15.3 19.5 

自己資本利益率 (％) △324.7 20.8 16.9 

株価収益率 (倍) － 40.7 40.6 

配当性向 (％) － － － 

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数] 

(人)
2,414
[386]

2,420
[381]

2,444
[339]



２ 【沿革】 

当社は、平成15年４月10日にＴＣホールディングズ株式会社として設立。同年10月１日に（旧）東急建設（現 Ｔ

Ｃプロパティーズ株式会社）の建設事業部門を商号と共に引き継ぎ、新たに東急建設株式会社としてスタートした。 

当社グループの主な変遷は次のとおりである。 

  

  

平成15年４月  ＴＣホールディングズ㈱設立 

平成15年７月 ＴＣホールディングズ㈱は建設業法による国土交通大臣許可（特－15）第20220号の許可を受け

る。 

  ＴＣホールディングズ㈱は宅地建物取引業法による国土交通大臣免許（１）第6474号の免許を受

ける。 

平成15年10月 ＴＣホールディングズ㈱は（旧）東急建設の建設事業部門を承継し、社名を東急建設㈱に変更す

る。 

同時に、株式を承継することにより、東建産業㈱、田園都市設備工業㈱、東急リニューアル㈱が

連結子会社となる。 

株式を東京証券取引所市場第一部に上場 



３ 【事業の内容】 

当社グループは、東急グループの構成員として開発事業の分野を担い、当社、子会社５社、関連会社５社で構成され、建設

事業を中心に事業を展開している。 

 当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりである。 

  

建設事業   当社を中心に事業を行っている。当社は、子会社の東建産業㈱、田園都市設備工業㈱、東急リニューアル㈱及

び関連会社の世紀東急工業㈱、東急グリーンシステム㈱に工事の一部を発注している。また、子会社の東建産

業㈱は、建設資機材の販売・賃貸等を行っており、当社は、その一部を購入・賃借している。 

海外においては、関連会社のCH.KARNCHANG-TOKYU CONSTRUCTION CO.,LTD.が事業を行っている。 

  なお、その他の関係会社の東京急行電鉄㈱より工事の一部を継続的に受注している。 

不動産事業等 当社が不動産の販売、賃貸事業等を行っており、一部を子会社に賃貸している。 

  

  

  事業の系統図は次のとおりである。 

  

 
（注）上記系統図の連結子会社３社及び持分法適用関連会社３社のほか、子会社２社「さくらんぼ消防PFI株式会社、RAY WILSON 

CO．」（持分法非適用非連結子会社）、関連会社２社「古川ユースウェアサービス株式会社、株式会社港南台リタイアメント

ヴィレッジプロジェクト」（持分法非適用関連会社）がある。 

  



４ 【関係会社の状況】 
(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

２ ※１ 有価証券報告書を提出している。 

３ ※２ 同社は、議決権の被所有割合に記載しているもののほか、当社株式75,000千株を退職給付信託に拠出しており、議

決権行使については同社が指図権を留保している。また、議決権のないＡ種優先株式及びＢ種優先株式を各々

5,000千株所有している。 

  

名称 住所 資本金
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の所有
(又は被所有) 
割合(％) 

関係内容 
(役員の兼任等) 

(連結子会社)         

東建産業株式会社   東京都渋谷区 50 建設事業 100
当社の施工協力をしている。 
当社役員１名 当社従業員６名 

田園都市設備工業株式会社   横浜市青葉区 30 建設事業 100
当社の施工協力をしている。 
当社従業員８名 

東急リニューアル株式会社   東京都品川区 125 建設事業 90.5
当社の施工協力をしている。 
当社従業員８名 

(持分法適用関連会社)         

世紀東急工業株式会社 ※１ 東京都港区 2,000 建設事業 24.6
当社の施工協力をしている。 
当社役員３名 

東急グリーンシステム株式会社 東京都目黒区 80 建設事業
22.5

(直接  0.0)
当社の施工協力をしている。 
当社役員２名  

CH. KARNCHANG-TOKYU  
CONSTRUCTION CO.,LTD. BANGKOK THAILAND 

千タイバーツ
100,000 建設事業 45.0

当社と協力施工している。 
当社役員１名 当社従業員４名 

(その他の関係会社)         

東京急行電鉄株式会社 ※１ 
※２ 東京都渋谷区 110,608

鉄軌道事業
不動産事業 

(直接 16.2)
(間接  0.8)

東京急行電鉄㈱の発注する工事
の一部を受注している。 
兼任２名 



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載している。 

  

(2) 提出会社の状況 

(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載している。 

２ 平均勤続年数は（旧）東急建設を含んだ平均を算出している。 

    ３ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

  

(3) 労働組合の状況 

   労働組合はない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

建設事業 
                  2,480

［366］ 

不動産事業等 
43

                       ［－］ 

全社(共通) 
123
［ 8］ 

合計 
2,646

                      ［374］ 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

2,444［339］ 44.2 20.0 6,794,769 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資と輸出の増加傾向が続くとともに、雇用・所得環境の改善に伴

う個人消費の回復が顕著となるなか、景気は自律的な循環軌道への回帰局面を迎える等、安定成長に向けた景況感

が徐々に浸透している。 

このような情勢下において当社グループは、中期３か年経営計画「Value-up３計画」に基づき、利益創出を目的

とした原価企画活動の展開を図るとともに、中長期大型プロジェクトの受注を目指した組織横断的な営業体制の推

進、新規顧客の開拓やＰＦＩ事業への注力を進め、また、幅広い顧客ニーズに対してより柔軟かつ機動的に対処す

べくＣＳセンターを新設する等、経営努力を重ねてきた。 

当連結会計年度の業績は、売上高299,285百万円（対前連結会計年度比4,975百万円減少）、営業利益8,308百万円

（対前連結会計年度比1,952百万円減少）となった。経常利益については、当社の持分法適用関連会社である世紀東

急工業株式会社が減損会計基準の適用等に伴い多額の損失を計上したこと等により、持分法による投資損失が2,345

百万円となり、前連結会計年度に比べ3,382百万円減少の5,295百万円となった。また、固定資産売却益を特別利益

に計上したうえで、関係会社事業損失や、貸倒引当金繰入額等を特別損失に計上し、税金費用等を加味した結果、

当期純利益は3,286百万円（対前連結会計年度比1,915百万円減少）となった。 

  

①事業の種類別セグメントの業績 

（建設事業） 

建設業界においては、民間建設工事が高水準の企業業績を追い風に生産施設や分譲住宅を中心に増加したも

のの、依然として官公庁工事が減少基調を辿る等、建設投資は総じて低調に推移し、引き続き厳しい受注環境

で終始した。 

このような状況の中、完成工事高については295,963百万円と前連結会計年度に比べ1,356百万円（0.5％）の

減少となり、営業利益は11,044百万円と前連結会計年度に比べ2,454百万円（18.2％）の減少となった。 

  

（不動産事業等） 

  不動産事業等売上高は3,322百万円と前連結会計年度に比べ3,619百万円（52.1％）の減少となったが、営業

利益は855百万円と前連結会計年度に比べ471百万円（122.5％）の増加となった。 

  

②所在地別セグメントの業績 

 所在地別セグメント情報の記載を省略しているため、記載していない。 

  

(注) 「第２ 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。また、セグメント別の

記載において、完成工事高及び不動産事業等売上高については「外部顧客に対する売上高」について記載し、営業利益

については「消去又は全社」考慮前の金額によっている。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ915百万円減少

し（△5.3％）、当連結会計年度末には16,351百万円となった。 

  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動による資金収支は、売上債権の増加、未成工事支出金の増加、預り金の減

少等の資金減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上の他、仕入債務の増加、未成工事受入金

等の増加等の資金増加要因により、10,250百万円の資金増加（対前連結会計年度比4,414百万円増加）となっ

た。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動による資金収支は、関係会社株式の取得による支出等があったものの、有

形・無形固定資産の売却による収入等により、8,243百万円の資金増加（対前連結会計年度比7,716百万円増

加）となった。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動による資金収支は、借入金の約定弁済に加え、繰上弁済を行ったこと等に

より、19,419百万円の資金減少（対前連結会計年度比11,668百万円減少）となった。 

 なお、有利子負債残高は9,468百万円となり、前連結会計年度比で66.5％減少した。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 受注実積                               

  

(2) 売上実積                               

（注）１ 当社グループでは建設事業以外は受注生産を行っていない。 

２ 当社グループでは生産実績を定義することが困難であるため「生産の状況」は記載していない。 

  

〔参考〕提出会社単独の事業の状況 

① 受注工事高、売上高、繰越工事高及び施工高 

  

(注) １ 前期以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更のあるものについては、当期受注工事高にその増減額を含

む。従って、当期売上高にもかかる増減額が含まれる。また、前期以前に外貨建で受注したもので、当期中の為替の変動

により請負金額に変更のあるものについても同様の処理をしている。 

２ 次期繰越工事高のうち施工高は、手持工事高の工事進捗部分である。 

３ 当期施工高は（当期売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致する。 

  

区分 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

増減 増減率(％)

建設事業     （百万円） 300,041 304,487 4,446 1.5 

区分 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日)

増減 増減率(％) 

建設事業     （百万円） 297,319 295,963 △ 1,356 △ 0.5 

不動産事業等   （百万円） 6,941 3,322 △ 3,619 △ 52.1 

合計       （百万円） 304,260 299,285 △ 4,975 △ 1.6 

期別 種類別 
前期繰越 
工事高 
(百万円) 

当期受注
工事高 
(百万円) 

計
(百万円) 

当期売上高
(百万円) 

次期繰越工事高 
当期施工高
(百万円) 手持工事高

(百万円) 
うち施工高 

(％) (百万円) 

第２期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

建築 168,061 224,071 392,132 220,201 171,931 17.1 29,387 226,647

土木 78,261 69,158 147,420 67,098 80,321 4.5 3,636 64,810

建設事業計 246,323 293,229 539,553 287,300 252,252 13.1 33,024 291,457

不動産事業等 － － － 6,956 － － － －

合計 246,323 293,229 539,553 294,256 252,252 13.1 33,024 291,457

第３期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

建築 171,931 233,066 404,997 214,523 190,474 15.6 29,748 214,883

土木 80,321 66,318 146,639 72,460 74,179 2.8 2,089 70,913

建設事業計 252,252 299,384 551,637 286,983 264,653 12.0 31,837 285,797

不動産事業等 － － － 3,341 － － － ―

合計 252,252 299,384 551,637 290,325 264,653 12.0 31,837 285,797



② 受注工事高の受注方法別比率 

工事の受注方法は、特命と競争に大別される。 

  

(注) 百分比は請負金額比である。 

  

③ 売上高 

 完成工事高 

  

  

 不動産事業等売上高 

  

  

期別 区分 特命(％) 競争(％) 計(％) 

第２期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

建築工事 50.7 49.3 100 

土木工事 15.8 84.2 100 

第３期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

建築工事 52.7 47.3 100 

土木工事 15.3 84.7 100 

期別 区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円) 

第２期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

建築工事 18,567 201,633 220,201 

土木工事 35,731 31,367 67,098 

計 54,299 233,000 287,300 

第３期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

建築工事 16,952 197,571 214,523 

土木工事 37,506 34,953 72,460 

計 54,459 232,524 286,983 

期別 区分 金額(百万円) 

第２期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

販売用土地売却収入 6,060 

販売用建物売却収入 49 

賃貸事業収入 511 

その他の事業収入 335 

計 6,956 

第３期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

販売用土地売却収入 2,217 

賃貸事業収入 458 

その他の事業収入 665 

計 3,341 



(注) １ 完成工事のうち主なものは、次のとおりである。 

第２期の完成工事のうち請負金額40億円以上の主なもの 

第３期の完成工事のうち請負金額35億円以上の主なもの 

  

２ 売上高総額に対する割合が100分の10以上の相手先別の売上高及びその割合は、次のとおりである。 

第２期  

  

第３期  

  

  

ファナック㈱ ファナック新サーボモータ工場新築工事・開発工事 

  

㈲アール・エム・キャナル 東雲キャナルコート５街区新築工事 

  

ＴＣプロパティーズ㈱ 浜松町スクエア新築工事 

  

中部国際空港㈱ 中部国際空港旅客ターミナルビル新築その１工事 

  

日本空港ビルデング㈱ 東京国際空港（羽田）東旅客ターミナルビル新築工事 

  

東急不動産㈱ 

住友不動産㈱ 

住友商事㈱ 

オリックス・リアルエステート㈱ 

田園ステーションテラス新築工事 

  

キヤノン㈱ キヤノン目黒研修所新築工事 

  

三菱地所㈱ 

新日石不動産㈱ 
パークハウス池田山公園新築工事 

  

東京急行電鉄㈱ 
東急東横線複々線化工事に伴う武蔵小杉駅～日吉駅間線増元

住吉第２工区その３工事 

  

品川シーサイド・アインス特定目 

的会社 
ニューシティアパートメンツ品川イースト新築工事 

  

東京急行電鉄㈱    34,466百万円 11.7 ％   

東京急行電鉄㈱    37,347百万円 12.9 ％   



④ 手持工事高(平成18年３月31日現在) 

  

(注) 手持工事のうち請負金額45億円以上の主なもの 

  

区分 官公庁(百万円) 民間(百万円) 計(百万円) 

建築工事 11,297 179,177 190,474 

土木工事 46,452 27,726 74,179 

計 57,749 206,904 264,653 

日本閣観光㈱ 
日本閣再整備プロジェクト（商業施設・賃貸住

宅棟）新築工事 
平成19年11月 完成予定 

      

グッドウィル・グループ㈱ コムスンレジデンス馬事公苑新築工事 平成18年５月 完成予定

    

東京急行電鉄㈱ 

三菱商事㈱ 

三菱地所㈱ 

ドレッセ美しの森フロラージュ新築工事 平成19年３月 完成予定 

      

東急不動産㈱ 

大和システム㈱ 
ブランズ西大津レイクフロント新築工事 平成19年３月 完成予定 

      

福岡県 藤波ダム建設工事 平成22年３月 完成予定 



３ 【対処すべき課題】 

官公庁工事を中心とした建設投資の減少傾向や受注競争の激化による利益率の低下等、引き続き厳しい経営環境が

続くものと予想される等、業界を取り巻く環境はますます厳しくなっている。 

当社グループの財務基盤を将来的に安定したものとするためには、安定した受注量を確保し、本業である建設事業

の収益力を更に強化して、いかなる経営環境においても常に利益を確保できる強い体質の組織を作り上げていかなけ

ればならない。収益力の強化については、コストセンターを中心に営業・設計・施工の各部門が横断的に取り組む原

価企画活動等により、工事採算の改善を図るべく、利益創出活動の全社的な推進を図っている。 

なお、当社グループでは、現在取り組んでいる中期３か年経営計画「Value-up３計画」（平成17～19年度）におけ

る数値目標の早期達成へ向け、当社グループ全社を挙げて邁進する所存である。 

  

◇数値目標（平成１９年度達成目標値） 

  

また、平成18年５月、普通株式への早期安定配当の実現と更なる企業価値の向上を目指した資本政策「株主資本バ

リューアップ・プラン」を策定し、その達成に向けて取り組んでいる。 

当社グループは、「Value-up３計画」のもと、受注機会の増大や収益力の向上に努めた結果、有利子負債の削減は

計画を大幅に上回り（平成18年３月期末現在で94億円）、財務体質の健全性は更に改善される等、業績は、ほぼ順調

に推移しており、一定の成果をあげている。しかしながら、平成17年３月期より優先株式に対する配当を開始できた

ものの、今後の長期にわたる優先配当や優先株主から償還請求を受けた場合の負担から、将来における普通株式への

安定的な配当の実現が困難な状況も想定された。このような状況を解決するため、当社グループは、新たな成長と飛

躍に向けた積極的な施策として、「株主資本バリューアップ・プラン」を策定した。本資本政策が一体となって機能

することで、財務体質の健全性を維持しつつ、優先株主への繰り上げ償還と普通株主への安定的な配当を早期に実現

し、将来へ向けた企業価値と業績の相乗的かつ安定的な向上への礎を築き、真の再生を目指している。 

  なお、「株主資本バリューアップ・プラン」には以下の施策が含まれている。 

１．自己株式（優先株式）の有償消却のための資本金の額の減少 

２．自己株式（優先株式）の取得及び消却 

３．株式併合 

４．単元株式数の変更 

５．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 

６．配当政策及び配当予想 

  

各施策の概要については、「第４提出会社の状況 ３配当政策」及び「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連

結財務諸表 重要な後発事象」に記載している。 

  

連結売上高 ３,１００億円 

連結営業利益 １１６億円 

連結経常利益 １０４億円 

連結有利子負債残高 １９０億円未満 

連結営業キャッシュフロー ７０億円以上 



４ 【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には、主として以下のようなものがある。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものである。 

  

（１）事業等について 

  ①建設市場について 

    建設市場は、製造業の積極的な投資意欲を背景に、民間建設投資が増加基調にあるが、政府建設投資は引き続

き減少傾向にあり市場規模の縮小が続いている。当社グループの主要事業である建設事業は、景気動向の影響を

比較的受けやすく、想定を上回る経済情勢の変化、建設需要の縮小、建設資材価格及び労務費等の急激な上昇等

が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。 

  

  ②建設業界について 

    建設市場の縮小傾向に応じて、多すぎる事業者数を適正な水準まで削減することが業界の再生に不可欠と指摘

されている。不良債権処理に絡んだ再編・淘汰の動きは一段落したが、政府が策定した「企業・産業再生に関す

る基本指針」をもとに国土交通省が定めた建設業独自の「再生基準」や導入された減損会計への対応等、建設業

界を取り巻く環境は年々厳しさを増している。 

受注競争が激化するなかで、信用力で優位に立つ大手ゼネコンと、いわゆる官公需法（中小企業者を保護する

ため国が官公需の一定量を確保することを定めた法律）によって優先的に公共工事を受注できる地場ゼネコンの

間に挟まれ、営業面で難しい状況も予想され、工事受注が大幅に減少した場合、当社グループの業績に影響を与

える可能性がある。 

  

  ③東京急行電鉄及び東急グループとの関係について 

東京急行電鉄株式会社は、当社が平成15年８月に実施した第三者割当増資に応じていただいたことにより当社

の筆頭株主となった。また、当社は同社の持分法適用関連会社である。 

営業面では、同社をはじめとする東急グループ各社からの受注が毎年20％前後と堅調に推移しており、今後の

事業計画においても同程度の受注を継続的に見込んでいる。 

しかしながら、東急グループ各社からの今後の工事発注が大幅に減少した場合、当社グループの業績に影響を

与える可能性がある。 

  

参考：東急グループからの過去２年の受注実績及び今後の受注計画       （単位 億円） 

  

  

（２）工事代金回収について 

    建設工事の受注に際しては、発注者の与信管理等を実施するほか、可能な限り工事代金を先行して受領する等

により、回収遅延等が発生しないよう対処しているが、経済変動、発注者の経営不振等から、請負代金の回収に

支障を来たす可能性がある。このようなリスクに対して、当社グループは売掛債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しているが、想定額以上の多額の請負代金が未回収となった場合、当社グループの業績に影響を

与える可能性がある。 

  

  平成16年度実績 平成17年度実績 平成18年度計画 

受  注  高 2,932 2,993 2,990 

内、東急グループからの受注高 478 562 520 

構 成 比 率 16.3% 18.8% 17.4% 



（３）工事瑕疵等について 

    建設工事の施工に際しては、品質保証に関する国際規格（ＩＳＯ９００１）に基づく品質管理を徹底し、品質

の確保と瑕疵発生の防止を図っており、過去に施工した物件に瑕疵が発生するリスクに対しては、完成工事の瑕

疵修補等の費用に充てるため、過年度の実績率を基礎に将来の支出見込を勘案して計上している。 

しかしながら、修補に見込額を大幅に超える費用を要するような瑕疵が発生した場合、当社グループの業績に

影響を与える可能性がある。 

  

（４）労働者、第三者等の災害について 

    当社グループは、建設業法、労働関係法令その他関連法規を遵守するとともに、建設工事の施工に際しては、

安全衛生環境マネジメントシステムに基づき労働者並びに第三者災害の防止を図っているが、事故の発生等の可

能性は否定できず、重大災害等が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。 

  

（５）保有不動産について 

    一部持分法適用関連会社を除く当社グループは、前々連結会計年度から固定資産の減損会計を適用している

が、いずれの会計年度においても減損損失を計上すべき資産はなかった。 

しかし、今後の地価動向等により減損損失が発生する可能性がある。 

また、販売用不動産についても公正な会計基準に則り評価を行っているが、同様に今後の地価動向等により評

価損が発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。 

  

（６）繰延税金資産について 

    繰延税金資産の計上に関しては、公正な会計基準に則り厳正に対応している。しかし、今後の受注高、完成工

事総利益の確保が困難な状況となり、利益計画より大幅な乖離が発生した場合には繰延税金資産の取崩しが発生

するリスクが存在し、この場合、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。 
  

（７）訴訟等について 

    当社グループは、国内及び海外における事業活動により、訴訟、紛争その他の法的手続等の対象となることが

あるが、かかる法的手続等は多くの不確定要素により左右されるため、その結果を予測することは困難である。 

このような状況下において、連結財務諸表の注記に偶発債務として記載すべき事項は、現段階においては存在

しないが、かかる法的手続等が、その内容・結果により、当社グループの業績に影響を与える可能性がある。 

なお、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (2)その他 重要な訴訟事件等」の記載については以下のとおり

である。 

  

工事瑕疵を原因とする損害賠償請求（仲裁事件） 

  当社は、平成15年10月１日に、（旧）東急建設（現 ＴＣプロパティーズ株式会社）が実施した会社分割によ

り建設事業に係わる一切の権利義務を包括承継しているが、会社分割前に施工した工事の発注者より、（旧）東

急建設を代表者とする共同企業体が施工した建物（施工建物の新築工事請負代金額約８億50百万円）の瑕疵を原

因として、当初の請負代金額を大幅に超える補修費用等の支払を求める仲裁手続（中央建設工事紛争審査会）を

受けている。 

仲裁手続において、当社は、申立人である発注者より示された書証、資料等の限りでは、申立人の主張するよ

うな瑕疵は認められないとしてこれを争い、主張・反論を行っている。 

しかしながら、仲裁手続は多くの事実関係、法律関係に左右されるものであることから、現時点において本件

手続の結果を予測することは困難である。 

従って、仮に本件手続において申立人である発注者の請求が認容された場合、当社グループの業績に影響を与

える可能性がある。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 
特記事項なし。 

  



６ 【研究開発活動】 

[建設事業] 

研究開発活動については、受注確保と施工品質向上のため、集合住宅建設技術や都市型鉄道整備技術、環境技術

等の建築、土木部門の基幹技術を重点的に実施している。併せて技能工不足、施工の安全性向上のための施工合理

化、機械化技術に関する研究開発、既存ストックの長寿化を促進する調査、診断、補修、補強、監視を含む維持管

理技術に関する研究開発、土壌、地下水浄化や建設副産物のリサイクル、更には屋上緑化等の環境技術の開発、普

及等に取り組んでいる。また、当社は東急グループの中核企業として関連企業のノウハウや機能を効率的に結びつ

け、ＩＴによるネットワーク対応マンションをはじめ、ソフト、ハードにわたり企画、技術提案力の向上に努めて

いる。また、当社独自の企画、設計、施工による省エネ型環境共生住宅を竣工させ、外断熱ＳＩ住宅等、これから

の住宅のあり方を具体的に提案している。更に、大学、公共研究機関、関連企業等との共同研究を進め、研究開発

の効率を高めている。 

当連結会計年度における研究開発費は、710百万円である。 

  

主な研究開発成果は次のとおりである。 

  

(１)補修技術の高度化 

ジョッツ・クリート工法（当社を含め共同開発した鉄道高架橋や道路高架橋等の断面修復工法）については、京

浜急行電鉄株式会社や東京地下鉄株式会社で採用されており、普及へ向けた調整、資料整備等を行った。実験では

吹付け効率を向上するための方策を検証するとともに、他構造物へ適用するための基礎的確認を行った。 

また、東京大学生産技術研究所他民間13社の共同研究「補修による再劣化機構に関する研究」に継続して参画

し、補修技術を選択する際に有効となる知見を得た。 

  

(２)土壌、地下水汚染対策技術の開発及び普及 

土壌汚染対策法が施行され、当社の営業物件や受注物件でも土壌、地下水汚染に係わる調査や浄化工事が急速に

増加してきている。そのような状況の下、施工実績を蓄積するとともに、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）による汚染

土壌浄化技術－ＳＯＬＶＯＣ工法や、複合汚染水浄化技術である光触媒水処理技術－を開発・実用化してきた。現

在、ダイオキシン類分解、ＶＯＣ原位置浄化、油分分解、重金属抽出浄化等の土壌汚染対策を主体に、総合的な土

壌・地下水汚染対策技術の開発を進めており、順次、実サイトでの実証施工を行っている。 

  

(３)インターロッキング型配筋橋脚の普及 

インターロッキング型配筋橋脚（注）の普及を目的として、独立行政法人土木研究所との共同研究成果を取り纏

めた報告書、設計・施工マニュアルを作成した。財団法人国土技術研究センターの技術審査証明取得を契機に、Ｔ

ＲｉＣ工法として更なる普及を目指し、インターロッキング橋脚研究会を設立した。 

（注）従来のコンクリート橋脚の配筋を合理化することで施工性及び経済性の向上を図ることができる橋脚構築

工法 

  

(４)ヒートアイランド対策技術の開発 

近年都市部の気温が周辺地域よりも高くなる、ヒートアイランド化が顕著になる中、緑化や保水性材料を舗装等

に活用したヒートアイランド対策技術のニーズが高まっている。当社が保有する雨水貯留関連技術（「アクアプラ

工法」や「テラポンド工法」）を応用し、「雨水活用型保水性舗装」や「緑化駐車場」の実証実験を世紀東急工業

株式会社と協力して行っている。 

  



(５)高機能住宅実験施設の建設及び実験施設における外断熱、高性能床等の実証実験 

当社の主力分野である集合住宅の提案力の向上や他ゼネコンとの差別化を目指し、快適性と省エネ性を同時に満

足する住宅の実証実験の場として当社技術研究所に総合実験棟を建設し、迅速なる研究開発と商品化を進めてき

た。平成17年度には当社開発の外断熱システムを用いた集合住宅が竣工した。本技術開発による当社開発の外断熱

省エネマンションの普及に向け順調に滑り出したといえる。什器メーカーとの共同開発によるライフスタイルの変

化に対応できる可動家具も実用化している。 

  

(６)高次診断、改修提案支援システムの開発 

仕上げタイルの剥離や欠損の枚数が認識できる外壁診断システムを開発し、改修工事受注の拡大を目指してい

る。 

また、外壁診断システムと積算システムとの連係を図り、見積業務の精度及び速度向上を進めた改修提案システ

ムを確立した。 

  

(７)スラブ補強技術の開発 

コンバージョン・リニューアル技術として、施工が簡易なスラブ補強技術を開発した。開発した補強装置は折り

畳みが可能でエレベータを利用して持ち運びができ、可搬性に優れている。老朽化したスラブの補強や用途変更に

よる床荷重の増大に対応するスラブ補強技術としてその普及を図っている。 

  

(８)雨水貯留浸透施設、緑化技術の実用化 

雨水を地下に貯留して有効利用を図るアクアトラップは、技術認定及び技術開発賞等を取得し、最近は車両工場

の洗浄用水施設等、新分野での採用、実施料収入の増大等の実績をあげており、更に市場の拡大を図っている。ま

た、当社の屋上緑化技術は、リサイクル材を用いた生物にやさしい環境技術として国土交通省のグリーン調達品に

指定され、今後の市場拡大を図っている。 

  

(９)近接施工管理システムの確立 

鉄道、道路、建物に隣接して行う工事においては、工事による地盤変位や接触による安全及び機能上の障害を予

防する技術が必要である。当社では山留め計画と自動計測管理を組み合わせ、工事の安全管理をモニタリングする

近接施工管理システムを確立し、多数の物件に適用している。更に種々の複雑な条件に対応するためにソフトの高

度化と計測精度の向上を常に図っている。 

  

(10)ＳＩ住宅における設備インフィル技術の開発 

スケルトン・インフィル住宅に対応する、セントラル24時間換気空調システム、特殊断面形状を採用した排水管

における屋内排水システム、巾木内に配線を収めることにより間仕切り変更に柔軟に対応する配線システム等設備

インフィル要素技術の実用化を進めている。また、住居内のテレビのアンテナ線をなくすことにより設置位置に自

由度を持たせることが可能となる、ミリ波ＴＶシステムの開発を進めている。 

  

(11)省エネルギー、環境負荷削減に関する多方面からの検討 

新エネルギーとして注目されている家庭用燃料電池をはじめとする家庭用コージェネレーションシステムに関す

る調査、未利用エネルギーである地中熱を有効利用し、空調・給湯を行う地中熱利用ヒートポンプシステムの検

討、シースルーエレベータの空調負荷削減手法の検討等、多方面における検討を行い、社会動向における環境負荷

削減に幅広く対応している。 

  



(12)建設工事用機械の安全知能化システムの開発 

建設機械（クレーン等）の動作と作業員の行動を検知・把握し、作業状況や危険性を作業員に分かり易く通知す

ることにより、不安全行動等に起因する労働災害の防止と作業の効率化を図る安全知能化システムを開発した。下

水道シールド工事等複数の工事に導入し、効果をあげている。 

  

(13)鉄道営業線改良工事用運搬台車の開発 

都市部で施工中の鉄道営業線の連続立体交差事業において、夜間の線路閉鎖直後に高架用の資材を軌道内へ搬

入・運搬することのできる「軌陸式重量物運搬台車」を開発・導入した。重量物を積載して地上を移動し、軌陸切

替え機能によって軌道に乗込んで走行することが可能である。工期短縮と安全性向上を実現した。 

  

なお、子会社においては、研究開発活動は特段行われていない。 

  

[不動産事業等] 

研究開発活動は、特段行われていない。 

  

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものである。 

  

（１） 重要な会計方針及び見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されてい

る。当社経営陣は、連結財務諸表の作成に際し、決算日における資産・負債の報告数値及び偶発債務等の記載並びに

報告期間における収入・費用の報告数値に影響を与える見積り等を行っている。具体的には、固定資産、工事未払

金、貸倒引当金、完成工事補償引当金、工事損失引当金、賞与引当金、退職給付引当金、繰延税金資産、偶発事象や

訴訟等であり、これらに関し、過去の実績や状況に応じ合理的であると考えられる様々な要因に基づいた見積り及び

判断に対して、継続して評価を行っている。しかし、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見

積りと異なる場合がある。 

  

（２） 業績報告 

①当連結会計年度の概況 

 「第２事業の状況 １業績等の概要 (1)業績」に記載のとおり。 

  

    ②「Value-up３計画」の進捗状況 

当社グループは、不採算工事の徹底排除や原価企画活動等の強化策により工事採算を向上させる等、収益構

造の改善を進めている。有利子負債についても当連結会計年度末において「Value-up３計画」数値目標（平成

19年度達成目標値）190億円未満を前倒しで達成し、財務健全性も一段と高まっている。 

  

③建設事業 

当連結会計年度における受注高は304,487百万円（前連結会計年度は300,041百万円）、完成工事高は

295,963百万円（前連結会計年度は297,319百万円）、「消去又は全社」考慮前営業利益は11,044百万円（前連

結会計年度は13,499百万円）となっている。 

  

（a）完成工事高（個別） 

当事業年度における当社個別の完成工事高は、対前年度比316百万円（0.1％）減少の286,983百万円であ

り、前事業年度と殆ど同水準となっている。 

  

  

  工事分類別では、建築工事では、住宅（マンション、戸建て、社宅等）が対前年度比0.2％の増加とな

り、建築工事に占める割合は48.4％と高い水準にあるものの、工場、倉庫・流通施設の減少により建築工

事全体では2.6％の微減となった。 

土木工事においては、過年度における受注高の増加傾向を反映し、特に鉄道（軌道・停車場等）及び電

線路の増加により対前年度比8.0％の増加となっている。鉄道の土木工事に占める割合は35.4％であり、過

去数年においても30％前後と安定した比率を維持している。 

  

（b）完成工事総利益率（個別） 

   利益率については「原価企画活動」等の原価圧縮施策、施工管理技術の向上とノウハウの共有を継続し

て推進しているものの、昨今の受注競争激化により利益率は低下傾向にある。対前年度比では0.8ポイント

の低下となった。 

  

（c）受注高（個別） 

   受注高は299,384百万円で、対前年度比6,154百万円（2.1％）の増加となり堅調に推移した。特に、マ

ンション工事の受注増により、民間工事の受注が対前年度比4.5％の増加となっている。 

  

    平成18年３月期 平成17年３月期 増減率 

  完成工事高 286,983百万円 287,300百万円 △0.1％ 

 完成工事総利益 21,266百万円 23,669百万円 △10.2％ 



（発注者別） 

 中央官庁からの受注が対前年度比8.4％増加と好転したものの、地方自治体からの受注が同23.7％減少

し、官公庁工事の受注額合計では同9.5％減少した。一方、東急グループを除く民間受注が同1.4％の増

加、東急グループからの受注が同17.4％の増加となったため、民間の受注額合計では同4.5％の増加とな

り、官公庁工事の落ち込みを民間工事で補う形となった。なお、従来より受注高全体に占める東急グルー

プ発注工事の割合は毎年20％前後で推移しているが、当事業年度についても18.8％となっている。 

  

（工事種別） 

 建築・土木の工事種別では、建築が対前年度比4.0％の増加、土木が同4.1％の減少となった。同様に構

成比では、建築工事が77.8％で対前年度比1.4ポイントの増加、土木工事が22.2％で同1.4ポイントの低下

となっている。 

  

（工事分類別） 

建築工事については、マンション以外の工事が対前年度比5.3％の減少となったものの、マンション工事

は同21.1％の大幅増加となった。建築工事全体に占めるマンション工事の割合は41.1％（前事業年度

35.3％）で、引き続き大きなシェアを占めている。また、リニューアル工事の受注高は31,113百万円とな

り、対前年度比0.6％増加と堅調に推移した。 

土木工事では、鉄道工事の対前年度比が22.5％の減少となったものの、構成比では29.9％を占め依然高い

水準となっている。なお中央官庁工事の対前年度比増加に対応する形で道路工事が同74.1％の大幅増加と

なった。 

  

（エリア別） 

首都圏と地方の比較でみると、関東地方１都６県を主なテリトリーとする首都圏本部、鉄道本部及び住宅

本部の構成比は74.6％と大きなシェアを占めているが、受注高ベースでは対前年度比0.4％の微減となっ

た。一方地方支店全体については一部の地域の大幅な増加が全体を押し上げ、同8.1％の増加となった。 

  

④不動産事業等 

 不動産事業等売上高は3,322百万円（前連結会計年度は6,941百万円）、「消去又は全社」考慮前営業利益は

855百万円（前連結会計年度は384百万円）となっている。主な内容は、販売用土地の売却等である。 

  

⑤営業外損益（連結） 

 営業外収益については、対前連結会計年度比144百万円の増加となった。その主な要因は、為替差益の計上に

よるものである。一方、営業外費用については、当連結会計年度において当社の持分法適用関連会社である世

紀東急工業株式会社が減損会計基準の適用等により多額の損失を計上したこと等により、持分法による投資損

失が同1,747百万円増加した結果、同1,574百万円増の3,386百万円を計上した。これらにより営業外損益は同

1,429百万円の悪化となった。 

  

⑥特別損益（連結） 

 特別利益については、固定資産売却益を1,800百万円計上しており、対前連結会計年度比1,589百万円の増加

となった。また、特別損失は当連結会計年度において関係会社事業損失や貸倒引当金繰入額等を計上した結

果、同706百万円増の772百万円を計上した。 

  

⑦当期純利益（連結） 

 当連結会計年度は、税金等調整前当期純利益6,333百万円に税金費用等を加味した結果、当期純利益3,286百

万円（対前連結会計年度比1,915百万円減少）となった。 

  



（３） 財政状態の分析 

①資産 

 当連結会計年度末の資産合計は、対前連結会計年度比10,112百万円（5.1％）減の189,959百万円となった。 

 流動資産は同1,126百万円（0.8％）増の142,053百万円となった。なお、「現金預金」が9,421百万円増加

し、「短期貸付金」が10,292百万円減少している。これは、前連結会計年度において資金管理を東急グループ

全体で統合管理するキャッシュマネジメントシステムに期末余剰資金として10,337百万円を貸し付けていたこ

とによるものである。 

 また、固定資産は同11,238百万円（19.0％）減の47,906百万円となった。この主な要因は、「土地」の売却

による減少である。 

  

②負債 

 当連結会計年度末の負債合計は、対前連結会計年度比14,245百万円（8.4％）減の154,765百万円となった。 

 流動負債は同9,419百万円（7.0％）増の144,806百万円となった。この主な要因は、「支払手形・工事未払金

等」、「未成工事受入金等」の増加と、「短期借入金」（長期借入金よりの振替分）の増加等である。 

 また、固定負債は同23,665百万円（70.4％）減の9,958百万円となった。この主な要因は、「長期借入金」の

返済及び短期借入金への振替によるものである。 

  

③資本 

 当連結会計年度末の資本合計は、対前連結会計年度比4,131百万円（13.3％）増の35,172百万円となった。こ

の主な要因は、当期純利益3,286百万円の計上と、その他有価証券評価差額金が対前連結会計年度比1,351百万

円（217.1％）増の1,973百万円となったこと等である。 

  

(４) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

①キャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度においては主な収入要因であった売上債権の減少が

当連結会計年度においては増加する等の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務

の増加、未成工事受入金等の増加等の収入要因があり、10,250百万円の収入となった。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、当連結会計年度においては関係会社株式の取得による支出（うち、

世紀東急工業株式会社4,038百万円）等があったものの、有形・無形固定資産の売却（港区南青山所在土地、建

物13,000百万円）による収入等により、8,243百万円の収入となり、対前連結会計年度比7,716百万円増と大幅

な収入増となった。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は主に営業活動で得た資金で借入金の返済を行った

が、当連結会計年度はこれに加え、上記有形・無形固定資産の売却で得た資金も借入金の返済に充当したこと

等により、19,419百万円の支出となり、対前連結会計年度比11,668百万円増と大幅な支出増となった。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末残高の17,267百万円から915百万円減少

し、16,351百万円となった。 

  

②資金需要 

 当社グループの運転資金需要のうち主なものは、工事の完成に要する外注費等の工事費の支払や人件費等の

販売費及び一般管理費等の営業費用によるものである。 

  

③財務政策 

当社グループは現在、運転資金については内部資金又は銀行等からの借入による資金調達としているが、連

結会計年度末には全て返済しているため、連結貸借対照表に記載の短期借入金は全て返済期限が１年以内の長

期借入金からの振替分である。 

長期資金については金融機関11社によるシンジケートローンによっており、長期資金運営の安定性を確保し

ている。また、平成18年３月31日現在の長期借入金残高は、9,468百万円（短期借入金として表示している返済

期限１年以内の長期借入金）である。 

なお、当社グループはキャッシュ・フロー経営の更なる推進を図り、より健全な財務体質の実現を目指す。 



第３ 【設備の状況】 
  

  

１ 【設備投資等の概要】  

（建設事業） 

   設備投資の主なものは、工事用機械工具等の購入及び技術研究のための設備の拡充、セキュリティ機能向上

を伴う本社社屋の造作であり、当連結会計年度の設備投資の総額は425百万円である。 

     

（不動産事業等） 

   当連結会計年度の設備投資の総額は16百万円である。 

なお、前連結会計年度に主要な設備として記載していた「南青山プラース」を当連結会計年度において売却

した。 

  

(注)「第３ 設備の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額を表示している。 

  

  

２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりである。 

  

（建設事業） 

提出会社 

(平成18年３月31日現在) 

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載している。 
         

（不動産事業等） 

提出会社 

(平成18年３月31日現在) 

(注)１ 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は［ ］内に年間の平均人員を外数で記載している。 

但し、不動産事業等に係わる主な設備については、賃貸しているため記載すべき従業員数はない。 

   ２  ※ 土地及び建物等の設備を賃貸している。 

  

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

  （建設事業） 

重要な設備の新設及び除却等の計画はない。  

  

  （不動産事業等） 

事業所名 

(主な所在地) 
設備の内容 

帳簿価額(百万円) 
従業員数

(人) 
建物 

構築物 

機械・運搬具

工具器具備品

土地 
合計 

面積(㎡) 金額 

技術研究所 

（神奈川県相模原市） 

研究開発 

施設設備 
1,638 72 12,446 1,194 2,906 

32 

[ 1]

相模原工場 

（神奈川県相模原市） 

工事用機械 

工場設備 
375 89 20,290 1,448 1,913 

8 

[ 3]

事業所名 

(主な所在地) 
設備の内容 

帳簿価額(百万円) 
従業員数

(人) 
建物 

構築物 

機械・運搬具

工具器具備品

土地 
合計 

面積(㎡) 金額 

宇田川町126番所在店舗 

（東京都渋谷区）  ※ 
賃貸店舗設備 49 － 778 1,579 1,629 

－ 

[－]

宇田川西地区暫定店舗 

（東京都渋谷区）   ※ 
賃貸店舗設備 90 － 1,173 1,354 1,444 

－ 

[－]

京都府所在倉庫設備 

（京都府井手町）   ※ 
賃貸倉庫設備 63 0 20,562 486 549 

－ 

[－]



重要な設備の新設及び除却等の計画はない。  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 (注) １ 定款において「普通株式につき消却があった場合および優先株式につき消却若しくは普通株式への転換があった場合に

は、これに相当する株式数を減ずる。」旨を定めている。なお、平成18年６月27日開催の定時株主総会において定款の

一部変更が決議され、当該定めは削除している。 

   ２ 平成18年６月27日開催の定時株主総会において決議された株式併合の効力発生（平成18年８月４日予定）を条件とし

て、当社の発行可能株式総数を460,000,000株とし、このうち400,000,000株は普通株式、30,000,000株はＡ種優先株式

及び30,000,000株はＢ種優先株式とする定款の変更を同定時株主総会において決議した。 

   ３ 上記２の決議後、同日開催の同総会において、優先株式の消却の効力発生（平成18年10月１日予定）を条件として、当

社の発行可能株式総数を普通株式400,000,000株とする定款の変更を決議した。 

  

② 【発行済株式】 

 下記記載の優先株式は、全て平成15年８月29日に発行した「第一回Ａ種優先株式」、「第一回Ｂ種優先株式」である。従って、当

有価証券報告書での発行済優先株式の名称は「第一回」の記載を省略している。 

 (注) １ 提出日現在の普通株式発行数には、平成18年６月２日から当有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された普通株式数は含まれていない。 

２ 平成18年６月27日開催の定時株主総会において、普通株式の発行済株式総数の937,310,000株について10株を１株に併合

し、93,731,000株とする株式併合を決議した。なお、株式併合の効力発生日は、平成18年８月４日の予定である。ま

た、平成18年５月12日開催の取締役会において、Ａ種優先株式27,000,000株及びＢ種優先株式12,500,000株の全株式の

取得と消却を決議した。なお、当該優先株式の取得と消却の効力発生日は、平成18年10月１日の予定である。 

  

※１ Ａ種優先株式の内容 

 （１）優先配当金 

       当会社は、毎年３月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株

主」という。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を

有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」とい

う。）に先立ち、Ａ種優先株式１株の払込金相当額に100分の４を乗じた金額（20円）を上限として、発行に際して取

締役会の決議で定める額の剰余金の配当（以下「Ａ種優先配当金」という。）を行う。 

            ①優先配当金の計算 

Ａ種優先配当金の額は、Ａ種優先株式の発行価額（500円）に、それぞれの事業年度ごとに日本円ＴＩＢＯＲ（６か月

物）＋1.50％の年率（以下「Ａ種配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。 

Ａ種優先配当金は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。計算の結果、 Ａ種優先配当金

が１株につき20円を超える場合は、20円とする。ただし、当該事業年度において下記（２）に定めるＡ種優先中間配

当金を支払ったときは、当該Ａ種優先中間配当金を控除した額とする。 

 なお、平成16年３月31日に終了する事業年度に関するＡ種優先配当金の支払は行わない。 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 2,000,000,000 

Ａ種優先株式 30,000,000 

Ｂ種優先株式 30,000,000 

計 2,060,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 937,310,000 同左
東京証券取引所
（市場第一部） 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

Ａ種優先株式 27,000,000 同左 ―
※１ 第三者割当増資による 
   優先株式 

Ｂ種優先株式 12,500,000 同左 ―
※２ 第三者割当増資による 
   優先株式 

計 976,810,000 同左 ― ― 



Ａ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。「年率修正日」は、平成16年４

月１日および、それ以降の毎年の４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。 

「日本円ＴＩＢＯＲ（６か月物）」は、各年率修正日およびその直後の（ただし、金銭を対価とする取得請求価額の

計算のためにＡ種優先配当金を算出する場合は、その取得日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業

日）の２時点において、午前11時における日本円６か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日

本円ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会連合会によって公表される数値の平均値を指すものとする。 

日本円ＴＩＢＯＲ（６か月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間

午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６か月物（360日

ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値、またはこれに準じるものと認められるものを日

本円ＴＩＢＯＲ（６か月物）に代えて用いるものとする。 

       ②非累積条項 

ある事業年度において、Ａ種優先株主またはＡ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＡ種優先配当金

の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

       ③非参加条項 

Ａ種優先株主またはＡ種登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。 

（２）優先中間配当金 

当会社は、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種登録

株式質権者に対し普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、各事業年度におけるＡ種優先配当金の２分の１の額の

金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を上限として支払う。ただし、平成17年３月31日に終了する事業年度ま

でに関するＡ種優先中間配当金の支払は行わない。 

（３）残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主またはＡ種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質

権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円を限度として支払う。 

Ａ種優先株主またはＡ種登録株式質権者に対しては、前記分配のほか、残余財産の分配は行わない。 

（４）議決権 

Ａ種優先株主は議決権を有しない。ただし、Ａ種優先株主は、平成17年４月１日以降に開催される定時株主総会におい

て、３事業年度連続してＡ種優先配当金の配当を行う旨の決議が行われなかったときは、その最後の事業年度に係る定

時株主総会の終結の時よりＡ種優先配当金の配当を行う旨の決議あるときまで議決権を有する。 

（５）金銭を対価とする取得条項 

当会社は、平成22年９月30日まで、いつでもＡ種優先株主またはＡ種登録株式質権者の意思にかかわらず、Ａ種優先株

式の全部または一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。 

取得価額は、１株につき535円とする。ただし、取得日の属する事業年度におけるＡ種優先配当金の額を取得日の属する

事業年度の初日から取得日までの日数（初日および取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。）から、当該事業年度においてＡ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を

控除した額を加算する。   

（６）金銭を対価とする取得請求権 

Ａ種優先株主は、当会社の前事業年度の株主資本等変動計算書における「繰越利益剰余金」の当期末残高が50億円を超

えている場合、平成20年10月１日から平成20年10月31日までの期間（以下「Ａ種金銭を対価とする取得請求可能期間」

という。）において、「繰越利益剰余金」の当期末残高の50％から、当会社が、当該事業年度において、その発行して

いる優先株式の金銭を対価とする取得をすでに行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度とし

て、Ａ種優先株式の全部または一部の金銭を対価とする取得を請求することができ、当会社は、Ａ種金銭を対価とする

取得請求可能期間満了の日から１か月以内に、法令の定めに従い、取得手続きを行うものとする。ただし、前記限度額

を超えてＡ種優先株主からの金銭を対価とする取得請求があった場合、金銭を対価とする取得の順位は、Ａ種金銭を対

価とする取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。 

取得価額は、１株につき535円とする。ただし、金銭を対価とする取得日の属する事業年度におけるＡ種優先配当金の額

を金銭を対価とする取得日の属する事業年度の初日から金銭を対価とする取得日までの日数（初日および金銭を対価と

する取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）から、

当該事業年度においてＡ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を加算する。 

（７）普通株式を対価とする取得請求権 

①普通株式を対価とする取得請求期間  

平成22年10月１日から平成25年９月30日まで 

②普通株式を対価とする取得請求の条件 

Ａ種優先株主は、次の普通株式を対価とする取得の条件で、普通株式の取得を請求することができる。 

（ａ）当初取得価額 

当初取得価額は、平成15年10月１日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の

普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満

小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

（ｂ）普通株式を対価とする取得請求により発行する普通株式数   

Ａ種優先株主の普通株式を対価とする取得請求により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

発行すべき株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

（ｃ）取得価額の修正 

取得価額は、平成23年10月１日および平成24年10月１日（以下、本項において「取得価額修正日」という。）

における時価に修正されるものとし、取得価額は当該取得価額修正日以降、翌年の取得価額修正日の前日（ま

たは普通株式を対価とする取得請求期間の終了日）までの間、当該時価に修正される。ただし、取得価額が当

普通株式を対価とする

取得請求により発行

すべき普通株式数 

＝ 

Ａ種優先株主が普通株式を対価 

とする取得請求のために提出した 

Ａ種優先株式の払込金額の総額 

÷ 取得価額 



初取得価額の50％の額（以下、本項において「下限取得価額」という。）を下回る場合は下限取得価額に、当

初取得価額の150％の額（以下、本項において「上限取得価額」という。）を上回る場合は上限取得価額とす

る。 

前記の取得価額修正日の「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社

東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のな

い日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

（ｄ）取得価額の調整 

    （ⅰ）Ａ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、上記（ａ）の取得価額は、下記算式 （以下「取得

価額調整式」という。）により計算される取得価額に調整される。調整後取得価額は円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

  

     （イ）取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分する

場合を含む） 

調整後取得価額は、払込の翌日以降、または募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを

適用する。処分される普通株式に係る自己株式数は、取得価額調整式における新規発行普通株式数に算入

される。 

なお、当会社が普通株式に係る自己株式を保有している場合には、取得価額調整式において、保有する普

通株式に係る自己株式数は、既発行普通株式数から、保有する普通株式に係る自己株式に対して発行され

る新株の数は、新規発行普通株式数から、それぞれ控除する。 

（ロ）株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日があるときはその基準日の翌日以降、当該株式の分割のた

めの基準日がないときは、当会社の取締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これ

を適用する。ただし、分配可能額から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分

割により普通株式を発行する旨を取締役会で決議する場合において、当該分配可能額の資本組入の決議を

する株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための基準日とするときは、調整後取得価額は、当該分

配可能額の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

（ハ）取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の取得を請求することができる株

式または普通株式の交付と引き換えに取得される証券若しくは普通株式の交付を請求できる新株予約権を

発行する場合 

調整後取得価額は、その証券の発行日に、または募集のための基準日がある場合はその日の終わりに、発

行される証券の全額が取得またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以

降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。 

（ⅱ）上記（ⅰ）各号に掲げる場合のほか、合併、一定額以上の配当、時価を超える価額での普通株式の有償取

得、または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額

に変更される。 

（ⅲ）取得価額調整式で使用する１株当たり時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、上記（ⅰ）（ロ）号

但書の場合には基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の

普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。なお、前記45取引日の間に当該取得価額の調

整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後取得価額は、上記（ⅰ）に準じて取締役会が適当と判断

される価額に調整される。 

（ⅳ）取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とす

る。 

（ⅴ）取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日（ただし、株式の分割を行うた

めの当会社の取締役会において基準日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合はその日）、基準日が

ない場合は、調整後取得価額を適用する１か月前の日における当会社の既発行普通株式数（当該新規発行分

は含まれない。）から、当該日における当会社の保有する普通株式数を控除した数とする。 

（ⅵ）取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまるときは、

取得価額の調整は行わない。ただし、その後取得の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場

合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用す

る。 

③普通株式を対価とする取得条項 

平成22年10月１日から平成25年９月30日までに普通株式を対価とする取得請求のなかったＡ種優先株式は、平成25年

10月１日（以下、本号において「一斉取得日」という。）をもって、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を一斉取得日

に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株式となる。ただし、平均値

の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。この場合、当該平均値が（１）上限取得

価額を上回るとき、または（２）下限取得価額を下回るときは、Ａ種優先株式１株の払込金相当額を（１）の場合当

該上限取得価額で、（２）の場合当該下限取得価額で、除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式の算出

に当たって１株に満たない端数が生じたときは、法令の定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。 

（８）募集新株予約権等 

当会社は法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

当会社はＡ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利若しくは新株
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予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。 

（９）優先順位 

当会社が発行する全ての優先株式の優先配当金および優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順

位とする。 

（10）今回発行する全ての種類の優先株式の申込総数が、払込時点において、当会社の既発行株式の総数の２分の１を上回

る場合には、全ての種類の優先株式の発行は行わない。 

  

 ※２ Ｂ種優先株式の内容 

（１）優先配当金 

       当会社は、毎年３月31日を基準日として剰余金の配当を行うときは、Ｂ種優先株式を有する株主（以下「Ｂ種優先株

主」という。）またはＢ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｂ種登録株式質権者」という。）に対し、普通株主ま

たは普通登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株の払込金相当額に100分の５を乗じた金額（25円）を上限とし

て、発行に際して取締役会の決議で定める額の剰余金の配当（以下「Ｂ種優先配当金」という。）を行う。 

①優先配当金の計算  

Ｂ種優先配当金の額は、Ｂ種優先株式の発行価額（500円）に、それぞれの事業年度ごとに日本円ＴＩＢＯＲ（６か月

物）＋2.25％の年率（以下「Ｂ種配当年率」という。）を乗じて算出した額とする。 

Ｂ種優先配当金は、円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。計算の結果、Ｂ種優先配当金

が１株につき25円を超える場合は、25円とする。ただし、当該事業年度において下記（２）に定めるＢ種優先中間配

当金を支払ったときは、当該Ｂ種優先中間配当金を控除した額とする。 

なお、平成16年３月31日に終了する事業年度に関するＢ種優先配当金の支払は行わない。 

Ｂ種配当年率は、％位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。「年率修正日」は、平成16年４

月１日および、それ以降の毎年の４月１日とする。当日が、銀行休業日の場合は前営業日を年率修正日とする。 

「日本円ＴＩＢＯＲ（６か月物）」は、各年率修正日およびその直後の（ただし、金銭を対価とする取得価額の計算

のためにＢ種優先配当金を算出する場合は、その取得日の直前の）10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）

の２時点において、午前11時における日本円６か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート（日本円

ＴＩＢＯＲ）として全国銀行協会連合会によって公表される数値の平均値を指すものとする。 

日本円ＴＩＢＯＲ（６か月物）が公表されていなければ、同日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間

午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間市場出し手レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６か月物（360日

ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）によって公表される数値、またはこれに準じるものと認められるものを日

本円ＴＩＢＯＲ（６か月物）に代えて用いるものとする。 

 ②非累積条項 

ある事業年度において、Ｂ種優先株主またはＢ種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がＢ種優先配当金

の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。 

 ③非参加条項 

Ｂ種優先株主またはＢ種登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。 

（２）優先中間配当金 

当会社は、取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うときは、Ｂ種優先株主またはＢ種登録

株式質権者に対し普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、各事業年度におけるＢ種優先配当金の２分の１の額の

金銭（以下「Ｂ種優先中間配当金」という。）を上限として支払う。ただし、平成17年３月31日に終了する事業年度ま

でに関するＢ種優先中間配当金の支払は行わない。 

（３）残余財産の分配 

当会社の残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主またはＢ種登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質

権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき500円を限度として支払う。 

Ｂ種優先株主またはＢ種登録株式質権者に対しては、前記分配のほか、残余財産の分配は行わない。 

（４）議決権 

Ｂ種優先株主は議決権を有しない。ただし、Ｂ種優先株主は、平成17年４月１日以降に開催される定時株主総会におい

て、３事業年度連続してＢ種優先配当金の配当を行う旨の決議が行われなかったときは、その最後の事業年度に係る定

時株主総会の終結の時よりＢ種優先配当金の配当を行う旨の決議あるときまで議決権を有する。 

（５）金銭を対価とする取得条項 

当会社は、全てのＡ種優先株式を取得した後は、平成25年９月30日まで、いつでもＢ種優先株主またはＢ種登録株式質

権者の意思にかかわらず、Ｂ種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、平成22年10月１日より平

成25年９月30日までは、Ａ種優先株式の未取得残高にかかわらずＢ種優先株式の全部または一部を取得することができ

る。一部取得の場合は、抽選その他の方法により行う。取得価額は、１株につき535円とする。ただし、取得日の属する

事業年度におけるＢ種優先配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得日までの日数（初日および取得日を含

む。）で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）から、当該事業年度に

おいてＢ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を加算する。 

（６）金銭を対価とする取得請求権 

Ｂ種優先株主は、当会社の前事業年度の株主資本等変動計算書における「繰越利益剰余金」の当期末残高が50億円を超

えている場合、平成23年10月１日から平成23年10月31日までの期間（以下「Ｂ種金銭を対価とする取得請求可能期間」

という。）において、「繰越利益剰余金」の当期末残高の50％から、当会社が、当該事業年度において、その発行して

いる優先株式の金銭を対価とする取得をすでに行ったか、行う決定を行った分の価額の合計額を控除した額を限度とし

て、Ｂ種優先株式の全部または一部の金銭を対価とする取得を請求することができ、当会社は、Ｂ種金銭を対価とする

取得請求可能期間満了の日から１か月以内に、法令の定めに従い、取得手続きを行うものとする。ただし、前記限度額

を超えてＢ種優先株主からの金銭を対価とする取得請求があった場合、金銭を対価とする取得の順位は、Ｂ種金銭を対

価とする取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法により決定する。 

取得価額は、１株につき535円とする。ただし、金銭を対価とする取得日の属する事業年度におけるＢ種優先配当金の額

を金銭を対価とする取得日の属する事業年度の初日から金銭を対価とする取得日までの日数（初日および金銭を対価と



する取得日を含む。）で日割計算した額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）から、

当該事業年度においてＢ種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を加算する。 



（７）普通株式を対価とする取得請求権 

①普通株式を対価とする取得請求期間 

平成25年10月１日から平成30年９月30日まで 

②普通株式を対価とする取得請求の条件 

Ｂ種優先株主は、次の普通株式を対価とする取得の条件で、普通株式の取得を請求することができる。 

（ａ）当初取得価額 

当初取得価額は、平成15年10月１日に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の

普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）とし、その計算は円位未満

小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

（ｂ）普通株式を対価とする取得請求により発行する普通株式数  

Ｂ種優先株主の普通株式を対価とする取得請求により発行すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。 

発行すべき株式数の算出にあたって１株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

（ｃ）取得価額の修正 

取得価額は、平成26年10月１日以降平成29年10月１日までの毎年10月１日（以下、本項において「取得価額修

正日」という。）における時価に修正されるものとし、取得価額は当該取得価額修正日以降、翌年の取得価額

修正日の前日（または普通株式を対価とする取得請求期間の終了日）までの間、当該時価に修正される。ただ

し、取得価額が当初取得価額の50％の額（以下、本項において「下限取得価額」という。）を下回る場合は下

限取得価額に、当初取得価額の200％の額（以下、本項において「上限取得価額」という。）を上回る場合は上

限取得価額とする。 

前記の取得価額修正日の「時価」とは、当該取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社

東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む)の平均値（終値のない日

数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

（ｄ）取得価額の調整  

（ⅰ）Ｂ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、上記（ａ）の取得価額は、下記算式（以下「取得

価額調整式」という。）により計算される取得価額に調整される。調整後取得価額は円位未満小数第２位ま

で算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

     （イ）取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を処分する

場合を含む） 

   調整後取得価額は、払込の翌日以降、または募集のための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを

適用する。処分される普通株式に係る自己株式数は、取得価額調整式における新規発行普通株式数に算入

される。 

なお、当会社が普通株式に係る自己株式を保有している場合には、取得価額調整式において、保有する普

通株式に係る自己株式数は、既発行普通株式数から、保有する普通株式に係る自己株式に対して発行され

る新株の数は、新規発行普通株式数から、それぞれ控除する。 

（ロ）株式の分割により普通株式を発行する場合 

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日があるときはその基準日の翌日以降、当該株式の分割のた

めの基準日がないときは、当会社の取締役会において株式分割の効力発生日と定めた日の翌日以降、これ

を適用する。ただし、分配可能額から資本に組み入れられることを条件としてその部分をもって株式の分

割により普通株式を発行する旨を取締役会で決議する場合において、当該分配可能額の資本組入の決議を

する株主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための基準日とするときは、調整後取得価額は、当該分

配可能額の資本組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用する。 

（ハ）取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社の普通株式の取得を請求することができる株

式または普通株式の交付と引き換えに取得される証券若しくは普通株式の交付を請求できる新株予約権を

発行する場合 

調整後取得価額は、その証券の発行日に、または募集のための基準日がある場合はその日の終わりに、発

行される証券の全額が取得またはすべての新株予約権が行使されたものとみなし、その発行日の翌日以

降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。  

（ⅱ）上記（ⅰ）各号に掲げる場合のほか、合併、一定額以上の配当、時価を超える価額での普通株式の有償取

得、または普通株式の併合等により取得価額の調整を必要とする場合には、取締役会が適当と判断する価額

に変更される。 

（ⅲ）取得価額調整式で使用する１株当たり時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、上記（ⅰ）（ロ）号

但書の場合には基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の

普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第

２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。なお、前記45取引日の間に当該取得価額の調

整をもたらす事由が生じた場合においては、調整後取得価額は、上記（ⅰ）に準じて取締役会が適当と判断

される価額に調整される。 

 （ⅳ）取得価額調整式で使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得価額とす

る。 

 （ⅴ）取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日（ただし、株式の分割を行うた

めの当会社の取締役会において基準日以外の日を株式分割の効力発生日と定めた場合はその日）、基準日が

普通株式を対価とする

取得請求により発行

すべき普通株式数 

＝ 

Ｂ種優先株主が普通株式を対価 

とする取得請求のために提出した 

Ｂ種優先株式の払込金額の総額 

÷ 取得価額 

調整後 

取得価額 
＝ 

調整前 

取得価額 
× 

既 発 行 

普通株式数 
＋ 

新規発行・処分 

普通株式数 
× 

１株当たり 

払込金額 

１株当たり時価 

既発行普通株式数＋新規発行・処分普通株式数 



ない場合は、調整後取得価額を適用する１か月前の日における当会社の既発行普通株式数（当該新規発行分は含ま

れない。）から、当該日における当会社の保有する普通株式数を控除した数とする。 

 （ⅵ）取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまるときは、

取得価額の調整は行わない。ただし、その後取得の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場

合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額を使用す

る。 

③普通株式を対価とする取得条項 

平成25年10月１日から平成30年９月30日までに普通株式を対価とする取得請求のなかったＢ種優先株式は、平成30年

10月１日（以下、本号において「一斉取得日」という。）をもって、Ｂ種優先株式１株の払込金相当額を一斉取得日

に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値

（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。）で除して得られる数の普通株式となる。ただし、平均値

の計算は、円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切り上げる。この場合、当該平均値が（１）上限取得

価額を上回るとき、または（２）下限取得価額を下回るときは、Ｂ種優先株式１株の払込金相当額を（１）の場合当

該上限取得価額で、（２）の場合当該下限取得価額で、除して得られる数の普通株式となる。前記の普通株式の算出

に当たって１株に満たない端数が生じたときは、法令の定める株式併合の場合に準じてこれを取り扱う。 



（８）募集新株予約権等 

当会社は法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

当会社はＢ種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利若しくは新株予

約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。 

（９）優先順位 

当会社が発行する全ての優先株式の優先配当金および優先中間配当金の支払順位ならびに残余財産の分配順位は、同順位

とする。 

（10）今回発行する全ての種類の優先株式の申込総数が、払込時点において、当会社の既発行株式の総数の２分の１を上回

る場合には、全ての種類の優先株式の発行は行わない。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項なし。 

なお、「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 重要な後発事象」に記載のとおり、平成18年６

月２日付で第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行している。 

  



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

(注)１ ※１ 会社設立による株式の発行 

     ※２ １株を1,000株に分割 

 ※３ 第三者割当増資 

   割当先      東京急行電鉄(株)、フェニックス・キャピタル(株)、東京海上火災保険(株)、三井住友海上

火災保険(株)、大成建設(株)、あいおい損害保険(株)、清水建設(株)、その他20社 

 １株の発行価額  普通株式   50円 

   １株の資本組入額 普通株式   25円 

 ※４ 第三者割当増資 

       （１）Ａ種優先株式 

 割当先      鹿島建設(株)、東京急行電鉄(株)、(株)横浜銀行、(株)ＵＦＪ銀行、日本興亜損害保険

(株)、(株)東京三菱銀行、(株)みずほコーポレート銀行、三菱信託銀行(株)、中央三井信託

銀行(株)、住友信託銀行(株)、(株)三井住友銀行、その他２社 

   １株の発行価額  Ａ種優先株式   500円 

          １株の資本組入額 Ａ種優先株式   250円  

       （２）Ｂ種優先株式 

   割当先      東京急行電鉄(株)、(株)東京三菱銀行、(株)みずほコーポレート銀行、三菱信託銀行(株)、

中央三井信託銀行(株)、住友信託銀行(株)、(株)三井住友銀行 

 １株の発行価額  Ｂ種優先株式   500円 

          １株の資本組入額 Ｂ種優先株式   250円  

   ※５ 会社分割に際しての、(旧)東急建設の株主に対する普通株式の割当交付 

      ※６  会社分割に伴う承継額 

      ※７  第１回定時株主総会における損失処理案承認による取崩し 

   ２ 平成18年６月27日開催の定時株主総会において、優先株式の取得に際して法の定める分配可能額の創出を目的に、当社の

平成18年３月31日現在の資本金の額28,401,500千円を21,132,500千円減少して、7,269,000千円とすることを決議した。な

お、資本減少の効力発生日は、平成18年８月４日の予定である。 

３ 平成18年６月27日開催の定時株主総会において、平成18年３月31日現在の発行済株式総数残高の976,810千株について、普

通株式10株を１株に併合し、133,231千株（優先株式39,500千株を含む）とする株式併合を決議した。なお、株式併合の効

力発生日は、平成18年８月４日の予定である。 

４ 平成18年６月27日開催の定時株主総会において、平成18年５月12日開催の取締役会において決議されたＡ種優先株式

27,000千株及びＢ種優先株式12,500千株の全株式の取得と消却により、平成18年３月31日現在の発行済株式総数残高の

976,810千株について、上記３に記載の株式併合と合わせて93,731千株とする旨を決議した。なお、当該発行株式総数変更

の効力発生日は、平成18年10月１日の予定である。また、当該自己の株式の取得と消却は、平成18年６月27日開催の定時

株主総会において決議された資本減少の効力発生（平成18年８月４日予定）を条件とする。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成15年４月10日※１ 1.2 1.2 30,000 30,000 30,000 30,000 

平成15年５月21日※２ 1,198.8 1,200 ― 30,000 ― 30,000 

平成15年８月28日※３ 739,860 741,060 18,496,500 18,526,500 18,496,500 18,526,500 

平成15年８月29日※４ 39,500 780,560 9,875,000 28,401,500 9,875,000 28,401,500 

平成15年10月１日※５ 196,250 976,810 ― 28,401,500 ― 28,401,500 

平成15年10月１日※６ ― 976,810 ― 28,401,500 7,000,000 35,401,500 

平成16年６月24日※７ ― 976,810 ― 28,401,500 △35,401,500 ― 



(4) 【所有者別状況】 

① 普通株式 

(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 自己株式61,682株は、「個人その他」の欄に616単元及び「単元未満株式の状況」の欄に82株を含めて記載している。 

 ２ 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500単元含まれている。 

３ 平成18年６月27日開催の定時株主総会において決議された株式併合の効力発生（平成18年８月４日予定）を条件として、

当社の単元株式数を、100株から10株とする定款の変更を同定時株主総会において決議した。 

  

② Ａ種優先株式 

(平成18年３月31日現在) 

（注）平成18年６月27日開催の定時株主総会において決議された株式併合の効力発生（平成18年８月４日予定）を条件として、当社

の単元株式数を、100株から10株とする定款の変更を同定時株主総会において決議した。 

  

③ Ｂ種優先株式 

(平成18年３月31日現在) 

（注）平成18年６月27日開催の定時株主総会において決議された株式併合の効力発生（平成18年８月４日予定）を条件として、当社

の単元株式数を、100株から10株とする定款の変更を同定時株主総会において決議した。 

  

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― 64 56 326 93 36 46,358 46,933 ―

所有株式数 
(単元) 

― 4,689,389 90,922 3,128,243 131,130 1,125 1,326,721 9,367,530 557,000

所有株式数 
の割合(％) 

― 50.07 0.97 33.39 1.40 0.01 14.16 100 ―

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― 9 ― 3 ― ― ― 12 ―

所有株式数 
(単元) 

― 160,000 ― 110,000 ― ― ― 270,000 ―

所有株式数 
の割合(％) 

― 59.26 ― 40.74 ― ― ― 100 ―

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等 
個人
その他 

計 

個人以外 個人 

株主数 
(人) 

― 6 ― 1 ― ― ― 7 ―

所有株式数 
(単元) 

― 75,000 ― 50,000 ― ― ― 125,000 ―

所有株式数 
の割合(％) 

― 60.00 ― 40.00 ― ― ― 100 ―



(5) 【大株主の状況】 

① 普通株式 

(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 東京急行電鉄株式会社は上記のほか、当社株式75,000千株を退職給付信託に拠出しており、議決権行使については同社が

指図権を留保している。 

 ２ みずほ信託退職給付信託大成建設口再信託受託者資産管理サービス信託の所有株式数40,000千株の議決権行使について

は、大成建設株式会社が指図権を留保している。 

３ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は6,696千株である。 

  

② Ａ種優先株式 

(平成18年３月31日現在) 

  
  

  

③ Ｂ種優先株式 

(平成18年３月31日現在) 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５－６ 151,614 16.18 

フェニックス・キャピタル株式
会社 

東京都千代田区丸の内２－２－１ 40,000 4.27

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川２－27－２ 40,000 4.27 

みずほ信託退職給付信託大成建
設口再信託受託者資産管理サー
ビス信託 

東京都中央区晴海１－８－12 40,000 4.27 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 38,217 4.08

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１－２－１ 32,223 3.44 

清水建設株式会社 東京都港区芝浦１－２－３ 30,000 3.20 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 27,429 2.93 

あいおい損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿１－28－１ 24,893 2.65 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３－７－３ 23,163 2.47 

計 ― 447,541 47.75 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％) 

鹿島建設株式会社 東京都港区元赤坂１－２－７ 5,400 20.00 

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５－６ 5,000 18.51 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 3,750 13.89 

株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい３－１－１ 2,500 9.26 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３－７－３ 2,500 9.26 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 1,250 4.63 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 1,250 4.63 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３－33－１ 1,250 4.63 

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４－５－33 1,250 4.63 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 1,250 4.63 

計 ― 25,400 94.07 

発行済株式 



  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が50,000株（議決権500個）含まれてい

る。 

２ 単元未満株式数には当社所有の自己株式82株が含まれている。 

３ 平成18年６月27日開催の定時株主総会において決議された株式併合の効力発生（平成18年８月４日予定）を条件として、

当社の単元株式数を、100株から10株とする定款の変更を同定時株主総会において決議した。 

  

② 【自己株式等】 

(平成18年３月31日現在) 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項なし。 

  
  
２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

東京急行電鉄株式会社 東京都渋谷区南平台町５－６ 5,000 40.00 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 1,250 10.00 

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 1,250 10.00 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 1,250 10.00 

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝３－33－１ 1,250 10.00 

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４－５－33 1,250 10.00 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 1,250 10.00 

計 ― 12,500 100.00 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 

Ａ種優先株式
27,000,000 

Ｂ種優先株式 
12,500,000 

―
  
― 

第三者割当増資による優先株式
  

第三者割当増資による優先株式 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
（自己保有株式）
普通株式 

61,600 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 
936,691,400 

普通株式
9,366,914 

― 

単元未満株式 
普通株式 

557,000 
― 一単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数 976,810,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 9,366,914 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数 
の合計 
(株) 

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％) 

（自己保有株式） 
東急建設株式会社 

渋谷区渋谷１－16－14 61,600 ― 61,600 0.01

計 ― 61,600 ― 61,600 0.01 



① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類】 優先株式 

 イ【定時総会決議による買受けの状況】 

  該当事項なし。 

 ロ【子会社からの買受けの状況】 

  該当事項なし。 

 ハ【取締役会決議による買受けの状況】 

(平成18年６月27日現在) 

(注) 未行使割合が５割以上である理由 

平成18年６月27日開催の定時株主総会において決議された資本減少の効力発生（平成18年８月４日予定）を条件として、平成

18年10月１日をもって、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の全株式を取得する予定である。 

ニ【取得自己株式の処理状況】 

  該当事項なし。 

 ホ【自己株式の保有状況】 

  該当事項なし。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項なし。 

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項なし。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項なし。 

  

なお、平成18年６月27日開催の定時株主総会において決議された資本減少の効力発生（平成18年８月４日予定）

を条件として、平成18年10月１日をもって、Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の全株式を取得する予定である。 

  

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会での決議状況 

（平成18年５月12日決議） 

Ａ種優先株式 27,000,000 Ａ種優先株式 14,445,000,000 

Ｂ種優先株式 12,500,000 Ｂ種優先株式 6,687,500,000 

前決議期間における取得自己株式 
Ａ種優先株式 ― Ａ種優先株式 ― 

Ｂ種優先株式 ― Ｂ種優先株式 ― 

残存決議株式数及び価額の総額 
Ａ種優先株式 27,000,000 Ａ種優先株式 14,445,000,000 

Ｂ種優先株式 12,500,000 Ｂ種優先株式 6,687,500,000 

未行使割合(％) 
Ａ種優先株式 100 Ａ種優先株式 100 

Ｂ種優先株式 100 Ｂ種優先株式 100 



３ 【配当政策】 

利益配分については、普通株式への配当の早期実現と安定的な配当の実施を利益配分に関する基本方針としてい

る。配当水準は、本業収益の積み上げによる内部留保の充実により将来にわたる株主利益を安定的に確保するととも

に、利益成長のための投資等に伴う資金需要などを勘案しつつ決定する。 

なお、平成19年３月期中間期より普通株式への配当を予定するとともに、平成18年５月12日開催の取締役会におい

て決議した資本政策の実行を機に、株主への利益還元重視の姿勢をより明確にするため、普通株式への利益配分の基

本方針を次のとおり変更する。 

  

＜利益配分に関する基本方針＞ 

① 平成19年３月期（中間配当）より、業績に連動した配当方針とする。 

② 配当性向（単体ベース）は、30％を基本とする。 

③ 上記にかかわらず、原則として株式併合後の１株当たり年間配当は、最低10円とする。 

  

また、会社法施行後における基準日・配当回数の変更は予定していない。 

  

なお、当期の利益配分については、優先株式のみ配当を実施している。 

中間配当(１株当たりＡ種優先株式４円01銭、Ｂ種優先株式５円88銭)と合わせて、当期の１株当たり配当金はＡ種

優先株式８円02銭、Ｂ種優先株式11円77銭となる。 

  

  （注）当期の中間配当に関する取締役会決議日 平成17年11月14日 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) １ 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

    ２ 当社株式は、平成15年10月１日から東京証券取引所市場第一部に上場されている。それ以前については、該当事項はな

い。 

  

(2) 【最近６箇月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

回次 第１期 第２期 第３期 

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

    最高(円)   1,730 1,010 295 

    最低(円)   415 225 129 

月別 平成17年10月 平成17年11月 平成17年12月 平成18年１月 平成18年２月 平成18年３月 

最高(円) 262 295 269 289 259 235 

最低(円) 203 228 233 220 201 204 



５ 【役員の状況】 

  

  

役  名 職  名 氏  名 生年月日 略  歴
所有株式数
（株） 

代表取締役 
社長   山 田 豊 彦 昭和20年11月14日生

昭和43年３月

平成12年６月

平成14年６月

平成15年５月

東急建設株式会社入社

同社取締役兼執行役員 
同社常務取締役兼執行役員 
当社代表取締役社長(現) 

61,000

代表取締役 

専務執行役員 
東急グループ営業
統括 
安全環境品質部・
建設ソリューショ
ン事業部担当 

本 村 正二郎 昭和20年２月14日生

昭和44年３月

平成12年６月

平成15年10月

平成16年６月

平成17年６月

東急建設株式会社入社

同社取締役 
当社取締役兼執行役員 
当社取締役兼常務執行役員 
当社代表取締役兼専務執行役員

(現) 

6,900

代表取締役 

専務執行役員 
営業統括 

大阪支店・札幌支
店・東北支店・名
古屋支店・九州支
店担当 

飯 名 隆 夫 昭和22年10月27日生

昭和45年４月

平成14年６月

平成15年10月

平成16年６月

平成17年６月

東急建設株式会社入社

同社取締役兼執行役員 
当社取締役兼執行役員 
当社取締役兼常務執行役員 
当社代表取締役兼専務執行役員

(現) 

4,500

取締役 常務執行役員 
技術本部長 奥 冨 修 一 昭和21年６月17日生

昭和44年３月

平成15年10月

平成16年４月

平成16年６月

東急建設株式会社入社

当社執行役員 
当社技術本部長（現） 
当社取締役兼常務執行役員(現) 

3,400

取締役 常務執行役員 
営業本部長 中 村 俊 治 昭和24年５月31日生

昭和47年４月

平成16年６月

平成17年６月

平成17年６月

東急建設株式会社入社

当社取締役兼執行役員 
当社取締役兼常務執行役員(現) 
当社営業本部長(現) 

2,000

取締役 常務執行役員 
首都圏本部長 南 口 誠 三 昭和23年１月７日生

昭和46年４月

平成15年10月

平成15年10月

平成17年６月

平成17年６月

東急建設株式会社入社

当社執行役員 
当社首都圏本部建築事業部長 
当社取締役兼常務執行役員(現) 
当社首都圏本部長(現) 

7,500

取締役 常務執行役員 
鉄道本部長 飯 塚 恒 生 昭和23年８月５日生

昭和46年４月

平成15年10月

平成16年４月

平成16年６月

平成18年６月

東急建設株式会社入社

当社執行役員 
当社鉄道本部長(現） 
当社常務執行役員 
当社取締役兼常務執行役員(現) 

1,775

取締役 相談役執行役員 
技師長 南 部 泰志郎 昭和16年６月８日生

昭和40年３月

平成10年６月

平成12年６月

平成14年５月

平成15年10月

平成16年６月

  
平成17年６月

平成18年６月

  
平成18年６月

東急建設株式会社入社

同社取締役 
同社常務取締役 
同社専務取締役 
当社専務取締役兼執行役員 
当社代表取締役兼副社長執行役

員 
当社顧問 
当社取締役兼相談役執行役員

(現) 
当社技師長(現) 

11,500

取締役 

執行役員 
首都圏本部副本部
長兼プロジェクト
推進室長 

浅 野 和 茂 昭和26年９月２日生

昭和49年４月

平成16年４月

  
平成17年６月

平成18年４月

東急建設株式会社入社

当社首都圏本部プロジェクト推

進室長(現) 
当社取締役兼執行役員(現) 
当社首都圏本部副本部長(現) 

    5,000

取締役 

執行役員 
技術本部副本部長
兼技術研究所長兼
建築エンジニアリ
ング部長 

杉 野   潔 昭和23年６月22日生

昭和47年４月

平成16年４月

  
平成16年６月

平成18年６月

平成18年６月

東急建設株式会社入社

当社技術本部技術研究所長兼建

築エンジニアリング部長(現) 
当社執行役員 
当社取締役兼執行役員(現) 
当社技術本部副本部長(現) 

3,000



  

 (注) １ 取締役安東泰志、八方隆邦、中原徹郎、奥澤靖司は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」である。 

    ２ 監査役齋藤晴太郎、山田匡通、野々村美和は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」である。 

    ３ 執行役員制度の導入 

       当社では、意思決定の迅速化及び業務執行機能の強化並びに執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入してい

る。 

       また、取締役会のフラット化と業務執行機能・執行責任の更なる強化を図るため、役付取締役については取締役社長以

外を設けず、執行役員に役付を付している。 

       なお、執行役員は、以下のとおりである。 

役  名 職  名 氏  名 生年月日 略  歴
所有株式数
（株） 

取締役 

執行役員 
営業本部副本部長
兼土木統括営業部
長 

臼 田 總一郎 昭和27年２月１日生

昭和49年４月

平成17年６月

平成17年10月

  
平成18年６月

東急建設株式会社入社 

当社執行役員 
当社営業本部副本部長兼土木

統括営業部長(現) 
当社取締役兼執行役員(現) 

3,200 

取締役   安 東 泰 志 昭和33年９月22日生

平成14年３月

  
平成15年５月

平成17年７月

平成18年３月

フェニックス・キャピタル株式 

会社代表取締役ＣＥＯ 
当社取締役(現) 

同社取締役相談役 
同社取締役ＣＩＯ(現) 

－ 

取締役   八 方 隆 邦 昭和16年11月22日生

昭和39年４月

平成13年６月

平成15年10月

平成17年６月

平成18年６月

東京急行電鉄株式会社入社 

同社常務取締役 

当社取締役(現) 

同社専務取締役 

同社代表取締役副社長(現) 

－ 

取締役   中 原 徹 郎 昭和19年10月21日生

昭和42年４月

平成15年６月

平成17年６月

平成18年６月

東京急行電鉄株式会社入社 

同社常務取締役 

同社専務取締役(現) 

当社取締役(現) 

－ 

取締役   奥 澤 靖 司 昭和14年９月27日生

昭和38年４月

平成９年６月

  

平成10年６月

平成12年６月

平成18年６月

東京急行電鉄株式会社入社 

世紀東急工業株式会社専務取

締役 

同社取締役副社長 

同社代表取締役社長(現) 

当社取締役(現) 

2,500 

常勤監査役   中 村 邦 昭 昭和19年10月15日生

昭和43年３月

平成８年６月

平成12年６月

平成15年10月

平成16年６月

東急建設株式会社入社 

同社総務部長 

同社常勤監査役 

当社監査役 

当社常勤監査役(現) 

     8,801 

監査役   齋 藤 晴太郎 昭和22年８月15日生

昭和46年10月

昭和49年４月

平成８年４月

平成10年１月

  

平成15年５月

司法試験合格 

司法修習終了弁護士登録 

第二東京弁護士会副会長 

第二東京弁護士会司法改革本

部会委員(現) 

当社監査役(現) 

       250 

監査役   山 田 匡 通 昭和15年５月５日生

平成12年６月

  

平成14年６月

平成14年９月

平成16年６月

  

平成17年６月

株式会社東京三菱銀行専務取

締役 

国際証券株式会社取締役会長 

三菱証券株式会社取締役会長 

東京急行電鉄株式会社常勤監

査役(現) 

当社監査役(現) 

        － 

監査役   野々村 美 和 昭和14年10月26日生

昭和38年４月

平成10年６月

平成12年６月

平成15年10月

東京急行電鉄株式会社入社 

東急カード株式会社専務取締役 

東急バス株式会社常勤監査役 

当社監査役(現) 

     333 

  
計 

  
   121,659 



       （取締役兼務 10名） 

        代表取締役 兼 専務執行役員  東急グループ営業統括   

                        安全環境品質部・建設ソリューション事 

業部担当                本 村 正二郎 

        代表取締役 兼 専務執行役員  営業統括 

                        大阪支店・札幌支店・東北支店・名古屋 

                        支店・九州支店担当           飯 名 隆 夫 

        取締役   兼 常務執行役員  技術本部長               奥 冨 修 一 

        取締役   兼 常務執行役員  営業本部長               中 村 俊 治 

        取締役   兼 常務執行役員  首都圏本部長              南 口 誠 三 

        取締役   兼 常務執行役員  鉄道本部長               飯 塚 恒 生 

        取締役   兼 相談役執行役員 技師長                 南 部 泰志郎 

        取締役   兼 執行役員    首都圏本部副本部長兼プロジェクト推進 

室長                  浅 野 和 茂 

        取締役   兼 執行役員    技術本部副本部長兼技術研究所長兼建築 

                        エンジニアリング部長          杉 野   潔 

        取締役   兼 執行役員    営業本部副本部長兼土木統括営業部長   臼 田 總一郎 

  

       （専任 22名） 

専務執行役員 事業管理部・住宅本部担当                 原 田 捷 二 

常務執行役員 土木技術担当                       山 縣 敬 二 

常務執行役員 土木技術担当                       荻 原 達 朗 

常務執行役員 土木技術担当                       振 井 茂 宏 

        常務執行役員 首都圏本部副本部長兼田園都市支店長            狩 野 俊 夫 

        常務執行役員 土木技術担当                       梅 崎 哲 哉         

        常務執行役員 建築技術担当                       林   孝 夫 

        常務執行役員 土木技術担当                       森 藤 眞 治 

        常務執行役員 営業担当                         古 内 秀 昌 

        執行役員   首都圏本部関東支店長                   田 中 康 雄 

        執行役員   首都圏本部建築事業部長                  榎 本 英 雄 

        執行役員   大阪支店長                        沢 田 隆 志 

執行役員   経営企画室・コンプライアンス室・総務部・人事部・財務部 

        担当                           堀 江 俊 一 

        執行役員   住宅本部長                        安 田   隆 

        執行役員   名古屋支店長                       杉 岡 俊 策 

        執行役員   営業本部副本部長兼法人統括営業部長            岡 本 文 雄 

        執行役員   首都圏本部土木事業部長                  刀 根 吉 次 

        執行役員   技術本部建築設計部長                   藤 野 立 夫 

        執行役員   建設ソリューション事業部長                草 野 晴 記 

        執行役員   東北支店長                        河 野 茂 典 

        執行役員   技術本部構造設計部長                   仁 科 雄太郎 

        執行役員   営業本部副本部長                     本 橋 唯 弘 

  



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

   当社は、経営理念のなかに「挑戦する経営」、「公正で開かれた経営」を掲げている。「挑戦する経営」とは、常

に時代の流れを予見しながら新しい建設業を探求し、変革へ挑戦していくこと。そして、収益にこだわり、投資家の

皆様の満足を高めることを念頭に、経営システムを不断に革新していくことを意味している。また「公正で開かれた

経営」とは、コンプライアンスに則った経営を行うことであり、投資家の皆様やお客様、更には社員にとっても意義

のある情報を適宜開示していくことでもある。それによって生きた情報が行き交い、スピーディーな意思決定と責任

体制の明確化を実現していく。当社は、経営理念に基づき持続的に発展していくための経営システムを確立し、経営

の透明性を高め、内部統制機能の充実を図っていく。 

  

（１）会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

  

 ① 会社の機関の内容 

 当社は監査役制度と執行役員制度を採用している。 

 当社の取締役会は、取締役15名（うち４名が社外取締役）で構成されている。取締役は、各事業年度の経営責

任を明確にするとともに経営体制を機動的に構築するため、任期を１年としている。 

 業務執行における意思決定の迅速化及び部門機能の強化を図るため、取締役会は執行役員を選任している。専

任の執行役員は22名であり、任期は、取締役と同様に１年としている。 

 当社の監査役会は、監査役４名（うち３名が社外監査役）で構成され、取締役の職務執行を監査している。社

外監査役のうち１名は企業法務に精通した弁護士を招聘し、コンプライアンス経営に則した業務監査機能の強化

を図っている。 

  

② 当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図 

  
 

  



 ③ 内部統制システムの整備の状況 

 当社の取締役制度は、業務執行の適法性と妥当性を確保し内部統制機能の実効性を高めるため、社長以外の役

付を廃止し、取締役会をフラット化することによって、意思決定と業務執行の監督に専念する経営体制をとって

いる。重要な経営方針や経営課題については、代表取締役を中心に10名からなる経営会議を適宜開催することに

より、意思決定の迅速化を図っている。 

また、東京急行電鉄株式会社の社員１名を調査役に選任しており、中長期の経営計画及び東急グループ全体の

経営方針との整合性をチェックできる体制を整えている。 

  

 ④ 内部監査及び監査役監査の状況 

会社の損失予防、財産の保全及び業務の適正な運営を図るため、年度監査計画書に基づく内部監査をコンプラ

イアンス室が実施している。内部監査の結果については、監査役へ報告し、監査役監査の効果的な実施に資する

よう緊密な連携を保っている。 

監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会や重要な会議への出席、重要

な決裁書類の閲覧を行うほか、担当部門等へ業務執行状況について聴取・調査を実施し、必要に応じ子会社等か

ら事業の報告を受けるなど取締役の業務執行を監査し、その結果について取締役へ監査報告を行うこととしてい

る。監査役の職務を補助するために監査役事務局に専任スタッフを配置している。また、会計監査人とは監査体

制、監査計画、監査実施状況等について定期的に会合を持つほか、適宜情報の交換を行うことにより、積極的に

意見交換を行っている。 

  

 ⑤ 会計監査の状況 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、富山兼忠、松尾浩明の２名であり、新日本監査法人に所属して

いる。会計監査業務に係る補助者（５名）は、公認会計士及び会計士補を構成員としている。 

  

 ⑥ 社外取締役及び社外監査役との関係 

     当社の社外取締役である安東泰志氏は、フェニックス・キャピタル株式会社の取締役ＣＩＯであり、同社は当

社の大株主である。 

同じく、八方隆邦氏と中原徹郎氏は、当社のその他の関係会社である東京急行電鉄株式会社の代表取締役副社

長と専務取締役であり、当社と同社との取引等は「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 関

連当事者との取引」に記載している。 

また、八方隆邦氏は、株式会社東急レールウェイサービスの代表取締役社長であり、当社は同社との間に建設

工事の受注等の取引がある。 

同じく、奥澤靖司氏は、当社の関連会社である世紀東急工業株式会社の代表取締役社長であり、同社は当社と

同一の営業の部類に属する営業を行っている。また、当社と同社との間で、建設工事の発注等の取引がある。 

なお、いずれの取引等も会社間における定型的なものであり、社外取締役個人及び社外監査役個人と当社との

間で特別な利害関係を有するものはない。 

  

（２）リスク管理体制の整備の状況 

 当社は、東急グループ経営の基本姿勢の一つである「コンプライアンス経営によるリスク管理」の強化を図る

ため、「東急グループコンプライアンス指針」に則り、当社においてもコンプライアンス部門を設置するととも

に、「コンプライアンス規範」を制定し、全役職員に開示、研修等を通じて継続的な意識の徹底を図るなど、全

社を挙げてリスク管理の強化を推進している。 



 当社では、コンプライアンス、環境、災害、品質及び情報セキュリティに係わるリスク管理を各関連部門にお

いて規程等の整備、対応を図り、また、工事受注に係わるリスクを回避するため、組織横断的な仕組みとして

「リスク管理協議会」を設け、受注リスクの事前検証等を行なっている。なお、リスク管理の状況等について

は、業務執行全般の報告・協議機関として定期的に開催される「モニタリング会議」においても協議・検討事項

としている。 

平成17年４月に全面施行となった個人情報保護法への対応として、「個人情報保護規程」を定め、情報システ

ム関係の整備と社内教育の実施により情報管理体制の強化を図っている。 

また、平成18年４月に施行された「公益通報者保護法」を受けて「コンプライアンス相談・通報規程」を新設

するとともに、専用の窓口（電話、メール）を設置し、重大なコンプライアンス違反事案については改善・再発

防止の徹底と合わせて、監査役等に報告することとしている。 

  

（３） 役員報酬の内容 

当期において当社の取締役及び監査役に支払った報酬の額は、取締役に対し173百万円（うち社外取締役６百万

円）、監査役に対し15百万円（うち社外監査役４百万円）である。 

  

（４） 監査報酬の内容 

当期において当社の会計監査人である新日本監査法人に支払った監査報酬の額は、公認会計士法（昭和23年法

律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬25百万円（消費税等を除く）であり、それ以外の報酬はな

い。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記

載している。 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)第２条の規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)によ

り作成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及

び当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表並びに前事業年度(平成16年４月１日

から平成17年３月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の財務諸表について、新日

本監査法人により監査を受けている。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額
(百万円) 

構成比
(％) 

金額
(百万円) 

構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

現金預金     6,929     16,351   

受取手形・完成工事 
未収入金等 

 100,396 101,971  

未成工事支出金等     12,832     14,184   

販売用不動産 ※１   2,774     1,602   

短期貸付金     10,337     45   

繰延税金資産     1,009     1,109   

その他     6,908     7,151   

貸倒引当金     △261     △362   

流動資産合計     140,927 70.4   142,053 74.8 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産               

建物・構築物 ※２   3,827     3,872   

機械・運搬具・ 
工具器具備品 

 1,356 1,432  

土地 ※３   19,988     9,264   

減価償却累計額     △1,710     △2,021   

有形固定資産計     23,461     12,548   

２ 無形固定資産 ※４   568     558   

３ 投資その他の資産               

投資有価証券 ※５   12,186     16,381   

長期貸付金     1,048     1,024   

繰延税金資産     17,944     14,099   

その他 ※６   4,254     3,717   

貸倒引当金 ※６   △318     △422   

投資その他の資産計     35,114     34,799   

固定資産合計     59,145 29.6   47,906 25.2 

資産合計     200,072 100   189,959 100 

      



  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額
(百万円) 

構成比
(％) 

金額
(百万円) 

構成比
(％) 

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

支払手形・ 
工事未払金等 

 99,294 104,081  

短期借入金     6,000     9,468   

未払法人税等     463     379   

未成工事受入金等     16,244     19,501   

完成工事補償引当金     505     788   

工事損失引当金     48     20   

賞与引当金     1,305     1,331   

預り金     10,656     8,281   

その他     867     952   

流動負債合計     135,387 67.7   144,806 76.2 

Ⅱ 固定負債               

長期借入金     22,340     －   

退職給付引当金     10,967     9,742   

長期預り保証金     265     216   

その他     50     －   

固定負債合計     33,623 16.8   9,958 5.3 

負債合計     169,010 84.5   154,765 81.5 

                

(少数株主持分)               

少数株主持分     20 0.0   22 0.0 

                

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※７   28,401 14.2   28,401 15.0 

Ⅱ 利益剰余金     2,073 1.0   4,813 2.5 

Ⅲ その他有価証券評価差額金     622 0.3   1,973 1.0 

Ⅳ 為替換算調整勘定     △21 △0.0   19 0.0 

Ⅴ 自己株式 ※８   △34 △0.0   △36 △0.0 

資本合計     31,041 15.5   35,172 18.5 

負債、少数株主 
持分及び資本合計 

 200,072 100 189,959 100 

      



② 【連結損益計算書】 

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額
(百万円) 

百分比
(％) 

金額
(百万円) 

百分比
(％) 

Ⅰ 売上高               

   完成工事高   297,319     295,963     

   不動産事業等売上高   6,941 304,260 100 3,322 299,285 100 

Ⅱ 売上原価               

   完成工事原価   273,118     274,345     

   不動産事業等売上原価   6,337 279,455 91.8 2,192 276,538 92.4 

   売上総利益               

    完成工事総利益   24,201     21,617     

    不動産事業等総利益   604 24,805 8.2 1,129 22,747 7.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   14,543 4.8   14,438 4.8 

   営業利益     10,261 3.4   8,308 2.8 

Ⅳ 営業外収益               

   受取利息   11     53     

   受取配当金   138     108     

      為替差益   －     109     

   ロイヤリティ収入   26     －     

   雑収入   52 228 0.1 102 373 0.1 

Ⅴ 営業外費用               

   支払利息   916     726     

   持分法による投資損失   598     2,345     

   雑支出   297 1,812 0.6 313 3,386 1.1 

   経常利益     8,678 2.9   5,295 1.8 

Ⅵ 特別利益               

   固定資産売却益 ※２ 194     1,800     

   投資有価証券売却益   －     8     

   償却済債権等取立益   26 220 0.1 － 1,809 0.6 

Ⅶ 特別損失               

   固定資産除却損 ※３ 11     9     

      投資有価証券売却損   53     －     

   関係会社事業損失 ※４ －     504     

      貸倒引当金繰入額   －     208     

   その他特別損失   － 65 0.0 49 772 0.3 

   税金等調整前当期純利益     8,833 3.0   6,333 2.1 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

301 284    

   法人税等調整額   3,322 3,624 1.3 2,760 3,044 1.0 

   少数株主利益     6 0.0   2 0.0 

   当期純利益     5,201 1.7   3,286 1.1 

      



③ 【連結剰余金計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額
(百万円) 

金額 
(百万円) 

(資本剰余金の部)           

Ⅰ 資本剰余金期首残高     35,401   － 

Ⅱ 資本剰余金減少高           

欠損填補のための取崩高   35,401 35,401 － － 

Ⅲ 資本剰余金期末残高     －   － 

            

(利益剰余金の部)           

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △38,530   2,073 

Ⅱ 利益剰余金増加高           

   当期純利益   5,201   3,286   

資本剰余金取崩による 
増加高 

35,401 40,603 － 3,286 

Ⅲ 利益剰余金減少高           

株主配当金   － － 545 545 

Ⅳ 利益剰余金期末残高     2,073   4,813 

   



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額
(百万円) 

金額 
(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       

   税金等調整前当期純利益   8,833 6,333 

   減価償却費   605 448 

   貸倒引当金の増減額(減少：△)   358 204 

   退職給付引当金の増減額(減少：△)   △1,139 △1,224 

   持分法による投資損益(益：△)   598 2,345 

   受取利息及び受取配当金   △149 △161 

   支払利息   916 726 

   投資有価証券売却損益(益：△)   53 △8 

   固定資産除却損   11 9 

   固定資産売却損益(益：△)   △194 △1,800 

   売上債権の増減額(増加：△)   9,199 △1,575 

   未成工事支出金の増減額(増加：△)   △1,942 △1,246 

   たな卸資産の増減額(増加：△)   256 1,066 

   仕入債務の増減額(減少：△)   △6,009 4,787 

   未成工事受入金等の増減額(減少：△)   △1,486 3,257 

預り金の増減額（減少：△）   － △2,374 

   その他   △3,189 295 

    小計   6,722 11,082 

   利息及び配当金の受取額   160 181 

   利息の支払額   △929 △725 

   法人税等の支払額   △116 △287 

    営業活動によるキャッシュ・フロー   5,835 10,250 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー       

   有形・無形固定資産の取得による支出   △411 △447 

   有形・無形固定資産の売却による収入   1,597 13,000 

   投資有価証券の取得による支出   △1,135 △339 

   関係会社株式の取得による支出   － △4,046 

   投資有価証券の売却等による収入   411 16 

   貸付けによる支出   △1 － 

   貸付金の回収による収入   65 60 

    投資活動によるキャッシュ・フロー   526 8,243 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー       

   長期借入金の返済による支出   △7,742 △18,871 

   配当金の支払   － △545 

   その他   △7 △2 

    財務活動によるキャッシュ・フロー   △7,750 △19,419 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   2 9 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)   △1,384 △915 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   18,652 17,267 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高   17,267 16,351 
     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社数 ３社 
連結子会社名は次のとおり。 
 東建産業株式会社 
 田園都市設備工業株式会社 
 東急リニューアル株式会社 
(2)非連結子会社数 １社 
非連結子会社名は次のとおり。 
 RAY WILSON CO. 

  

なお、上記の会社は株式の追加取得に

より子会社となったが、小規模会社で

あり、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲から除いている。 

(1)連結子会社数 ３社 
連結子会社名は次のとおり。 
        同左 
  
  
(2)非連結子会社数 ２社 
非連結子会社名は次のとおり。 
 さくらんぼ消防PFI株式会社 

 RAY WILSON CO. 

このうち、さくらんぼ消防PFI株式会

社は、当連結会計年度において新たに

設立された会社である。 

なお、上記の非連結子会社は小規模会

社であり、総資産、売上高、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲から除いている。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

関連会社(３社)に対する投資につい
て、持分法を適用している。 

関連会社(３社)に対する投資につい
て、持分法を適用している。 

  (1)持分法適用の関連会社名は次のと
おり。 
 世紀東急工業株式会社 
 東急グリーンシステム株式会社 
 CH.KARNCHANG-TOKYU CONSTRUCTION 
 CO.,LTD. 
(2)持分法非適用の非連結子会社名及
び関連会社名は次のとおり。 
持分法非適用非連結子会社 
 RAY WILSON CO. 
  
持分法非適用関連会社 
 古川ユースウェアサービス株式会社 
株式会社港南台リタイアメントヴィ
レッジプロジェクト 

上記の持分法非適用の非連結子会社及

び関連会社は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除外してい

る。 

持分法適用会社の投資差額は、発生年

度に一括償却している。 

(1)持分法適用の関連会社名は次のと
おり。 
        同左 
  
  
  
(2)持分法非適用の非連結子会社名及
び関連会社名は次のとおり。 
持分法非適用非連結子会社 
 さくらんぼ消防PFI株式会社 
 RAY WILSON CO. 
持分法非適用関連会社 
        同左 
  
  

上記の持分法非適用の非連結子会社及

び関連会社は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除外してい

る。 

持分法適用会社の投資差額は、発生年

度に一括償却している。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度は全て連結財務

諸表提出会社と同一である。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法 

(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算定している) 

有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

     同左 

    時価のないもの 

移動平均法による原価法 

  時価のないもの 

     同左 



  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  
デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

        同左 

  たな卸資産 

 ①未成工事支出金等(未成工事支出

金、不動産事業支出金) 

  個別法による原価法 

たな卸資産 

 ①未成工事支出金等(未成工事支出

金、不動産事業支出金) 

同左 

   ②未成工事支出金等(材料貯蔵品) 

  主として総平均法による原価法 

 ②未成工事支出金等(材料貯蔵品) 

同左 

   ③販売用不動産 

  個別法による原価法 

 ③販売用不動産 

同左 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産 

 主として定率法(但し、建物(建物付

属設備を除く)については定額法)を

採用している。 

 なお、主要な物件の耐用年数は以下

のとおりである。 

建物 55年

有形固定資産 

同左 

   

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上し

ている。 

なお、連結財務諸表提出会社は平成

15年10月１日付の会社分割による建

設事業部門の承継後に営業を開始し

たため、平成15年９月30日以前の貸

倒実績率は(旧)東急建設株式会社

（現 ＴＣプロパティーズ株式会

社）の実績率を適用している。 

貸倒引当金 

同左 

  完成工事補償引当金 

完成工事のかし担保等の費用に充て

るため、過年度の実績率に基づく見

込額を計上している。 

なお、連結財務諸表提出会社は平成

15年10月１日付の会社分割による建

設事業部門の承継後に営業を開始し

たため、平成15年９月30日以前の実

績率は(旧)東急建設株式会社（現

ＴＣプロパティーズ株式会社）の実

績率を適用している。 

完成工事補償引当金 

完成工事のかし担保等の費用に充て

るため、過年度の実績率を基礎に将

来の支出見込を勘案して計上してい

る。 

なお、連結財務諸表提出会社は平成

15年10月１日付の会社分割による建

設事業部門の承継後に営業を開始し

たため、平成15年９月30日以前の実

績率は(旧)東急建設株式会社（現

ＴＣプロパティーズ株式会社）の実

績率を適用している。 

  工事損失引当金 

 当連結会計年度末手持工事のうち損

失の発生が見込まれるものについ

て、将来の損失に備えるため、その

損失見込額を計上することとしてい

る。 

工事損失引当金 

        同左 



  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  

賞与引当金 
従業員に対して支給する賞与に充て
るため、支給見込額基準により計上
している。 

賞与引当金 
 同左 
  
  

  

退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき計

上している。 
数理計算上の差異は、各連結会計年
度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数(５年)
による定額法により按分した額をそ
れぞれ発生の翌連結会計年度から費
用処理することとしている。 

退職給付引当金 
 同左 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理している。 

なお、在外関係会社の資産及び負債な

らびに収益及び費用は、当該関係会社

の決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は資本の部における

為替換算調整勘定に含めて計上してい

る。 

同左 

 (5) 重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。 

同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によって

いる。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段…金利スワップ 
ヘッジ対象…借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

  

③ヘッジ方針 
連結財務諸表提出会社の内規である
「リスク管理方針」に基づき、金利
変動リスクをヘッジしている。 

③ヘッジ方針 
同左 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変
動の累計とヘッジ手段のキャッシ
ュ・フロー変動の累計を半期毎に比
較し、両者の変動額等を基礎にし
て、ヘッジ有効性を評価している。 

④ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

(7) その他連結財務諸表作成
のための重要な事項 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

①完成工事高の計上基準 

 工事進行基準を採用している。 

 但し、工期が１年以内の工事につい

ては工事完成基準によっている。 

なお、当連結会計年度の工事進行基

準による完成工事高は、171,784百

万円である。 

②消費税等の会計処理 

 消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっている。 

①完成工事高の計上基準 

工事進行基準を採用している。 

但し、工期が１年以内の工事につい

ては工事完成基準によっている。 

なお、当連結会計年度の工事進行基

準による完成工事高は、178,354百

万円である。 

②消費税等の会計処理 

同左 

  



  

  
  

 表示方法の変更 

  （連結損益計算書関係） 

  

  

  （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法によってい

る。 

同左 

６ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成している。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３カ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなる。 

同左 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度において、「雑収入」に含めていた「ロ

イヤリティ収入」は、営業外収益総額の100分の10を超

えたため、当連結会計年度より区分掲記することとし

た。 

なお、前連結会計年度の「雑収入」に含まれる当該金額

は、13百万円である。 

  
        ―――――――――― 

  
  

  

  

  

        ――――――――― 

  

  

  

前連結会計年度において、区分掲記していた「ロイヤリ

ティ収入」は、営業外収益総額の100分の10以下となっ

たため、当連結会計年度より「雑収入」に含めて表示す

ることとした。 

なお、当連結会計年度の「雑収入」に含まれる当該金額

は、22百万円である。 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  
        ―――――――――― 

  
  
  

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に含めていた「預り金の増減額（減
少：△）」は、金額的重要性が増したため、当連結会計
年度より区分掲記することとした。 
なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フ
ローの「その他」に含まれる当該金額は、△13百万円で
ある。 

  
        ―――――――――― 

  
  
  

前連結会計年度において、投資活動によるキャッシュ・
フローの「投資有価証券の取得による支出」に含めてい
た「関係会社株式の取得による支出」は、金額的重要性
が増したため、当連結会計年度より区分掲記することと
した。 
なお、前連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フ
ローの「投資有価証券の取得による支出」に含まれる当
該金額は、△６百万円である。 



 注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

１ ※５ このうち非連結子会社及び関連会社に対する

ものは次のとおりである。 

  

２ 担保資産 

下記の資産は、長期借入金 22,340百万円及び短

期借入金 6,000百万円(長期借入金よりの振替

分)の担保に供している。 

   投資有価証券(株式) 2,319百万円

※１ 販売用不動産 1,038百万円

※２ 建物・構築物 2,754  

※３ 土地 19,476  

※４ 無形固定資産 436  

※５ 投資有価証券 8,461  

  計 32,167  

１ ※５ このうち非連結子会社及び関連会社に対する

ものは次のとおりである。 

  

２ 担保資産 

下記の資産は、短期借入金 9,468百万円(長期借

入金よりの振替分)の担保に供している。 

   投資有価証券(株式) 3,769百万円

※１ 販売用不動産 1,032百万円

※２ 建物・構築物 2,561  

※３ 土地 8,612  

※４ 無形固定資産 436  

※５ 投資有価証券 9,434  

  計 22,077  

  

３ 偶発債務(保証債務) 

(イ)連結会社以外の会社等の借入金に対して保証を行

っている。 

  (注) ※の保証金額は、他社分担保証額を除いた

当社の保証債務額である。 

  

(ロ)下記の得意先が行うマンション購入者への手付金

保証契約に対する保証を行っている。 

  
全国漁港・漁村振興 
漁業協同組合連合会 

※ 212百万円

  ㈱オハラ 158  

  計 370  

  
  

㈱モリモト 789百万円

  合計((イ)＋(ロ)) 1,160  

  

３ 偶発債務(保証債務) 

(イ)連結会社以外の会社等の借入金に対して保証を行

っている。 

  (注) ※の保証金額は、他社分担保証額を除いた

当社の保証債務額である。 

  

(ロ)下記の得意先が行うマンション購入者への手付金

保証契約に対する保証を行っている。 

全国漁港・漁村振興
漁業協同組合連合会 

※ 194百万円

  ㈱オハラ 131  

  計 326  

作州商事㈱ 124百万円

他２社 24  

  計 148  

  

  合計((イ)＋(ロ)) 474  

  

４ ※６ その他（破産債権、更生債権等）と貸倒引当

金の直接減額表示 

債権全額に貸倒引当金を設定している「破産

債権、更生債権等」については、当該貸倒引

当金(当連結会計年度末 662百万円)を債権

から直接減額することとしている。 

  

５  ※７  当社の発行済株式総数は、普通株式

937,310,000株、Ａ種優先株式27,000,000株

及びＢ種優先株式12,500,000株である。 

  

６ ※８  連結会社及び持分法を適用した関連会社が保

有する自己株式の数は、普通株式53,085株で

ある。 

  

４ ※６ その他（破産債権、更生債権等）と貸倒引当

金の直接減額表示 

債権全額に貸倒引当金を設定している「破産

債権、更生債権等」については、当該貸倒引

当金(当連結会計年度末 1,123百万円)を債

権から直接減額することとしている。 

  

５  ※７         同左 

  

  

  

６ ※８  連結会社及び持分法を適用した関連会社が保

有する自己株式の数は、普通株式62,244株で

ある。 



  
(連結損益計算書関係) 

  

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 完成工事原価及び一般管理費に含まれる研究開発費

の総額は789百万円である。 

１ 完成工事原価及び一般管理費に含まれる研究開発費

の総額は710百万円である。 

  

２ ※１ このうち、主要な費目及び金額は次のとおり

である。 

従業員給与手当 4,998百万円

賞与引当金繰入額 431  

退職給付費用 301  

貸倒引当金繰入額 449  

雑費 2,689  

  

２ ※１ このうち、主要な費目及び金額は次のとおり

である。 

従業員給与手当 5,049百万円

賞与引当金繰入額 435  

退職給付費用 291  

貸倒引当金繰入額 565  

雑費 2,644  

  

３ ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

  

４ ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

  

  

       ―――――――――――― 

  

土地 194百万円

建物・構築物 8百万円

機械・運搬具・工具器具備品 

無形固定資産 

2

0

  

  

計 11   

  

３ ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

  

４ ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

  

  

５  ※４ 関係会社事業損失の内訳は次のとおりであ 

る。 

土地 1,800百万円

建物・構築物 8百万円

機械・運搬具・工具器具備品 0   

計 9   

貸倒引当金繰入額 315百万円

関係会社株式評価損 188   

計 504   

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  

  

現金預金勘定 6,929百万円

取得日から３カ月以内に償還期限の
到来する短期投資（短期貸付金） 

10,337  

現金及び現金同等物 17,267  

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

  

  

現金預金勘定 16,351百万円

取得日から３カ月以内に償還期限の
到来する短期投資（短期貸付金） 

0  

現金及び現金同等物 16,351  



(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

  

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

機械・ 
運搬具・ 
工具器具備品 

519 226 292

無形固定資産 352 124 227 

合計 871 351 520 

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

機械・
運搬具・ 
工具器具備品

1,414 461 953

無形固定資産 680 296 383 

合計 2,095 758 1,337 

  

② 未経過リース料期末残高相当額 

   なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。 

  

１年内 241百万円

１年超 279  

合計 520  

  

② 未経過リース料期末残高相当額 

同左 

  

１年内 528百万円

１年超 808  

合計 1,337  

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額 

  

支払リース料 274百万円

減価償却費相当額 274  

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額 

  

支払リース料 634百万円

減価償却費相当額 634  

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。 

  

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 48百万円

１年超 34  

合計 82  

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年内 61百万円

１年超 5  

合計 67  

  

（減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はないため、項目

等の記載は省略している。 

  

（減損損失について） 

同左 



(有価証券関係) 

  

前連結会計年度 

有価証券 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成17年３月31日) 

  

  

  

当連結会計年度 

有価証券 

  

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日) 

  

  

  
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの) 

 

 株式 6,291 7,264 972
(連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの) 

 

 株式 871 771 △100
合計 7,163 8,035 872

  売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
  401 0 53

  (１)子会社株式及び関連会社株式   194 百万円
  (２)その他有価証券 
     非上場株式  1,831

 
百万円

  
取得原価
(百万円) 

連結貸借対照表計上額
(百万円) 

差額 
(百万円) 

(連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの) 

 

 株式 7,437 10,685 3,247
(連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの) 

 

 株式 12 12 △0
合計 7,450 10,697 3,247

  売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)
  16 8 －

  (１)子会社株式及び関連会社株式   14 百万円
  (２)その他有価証券 
     非上場株式  1,913

 
百万円



(デリバティブ取引関係) 

  

１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

  前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年 

４月１日 至 平成18年３月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引には全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略している。 

次へ 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 取引の内容・取
引に対する取組
方針・取引の利
用目的 

連結財務諸表提出会社(以下、「当社」
という。)は、負債に係わる将来の金利変
動による損失を軽減する目的で、特定の借
入金を対象とした金利スワップ取引を利用
している。 
 なお、当社は短期的な売買差益を獲得す
る目的や投機目的のためにデリバティブ取
引を利用していない。 
 また、当社はデリバティブ取引を利用し
てヘッジ会計を行っている。ヘッジ会計の
方法等については、「連結財務諸表作成の
ための基本となる重要な事項 ４会計処理
基準に関する事項 (6)重要なヘッジ会計
の方法」に記載している。 

               同左 

(2) 取引に係るリス
クの内容 

当社が利用しているデリバティブ取引
は、取引対象物の将来の市場価格変動に係
るリスク(市場リスク)及び契約不履行に係
るリスク(信用リスク)等を有している。 
また、当社が利用している固定金利支
払、変動金利受取の金利スワップ取引につ
いては、デリバティブ取引と対象となる特
定の借入金とが互いに市場リスクを減殺す
る働きをするためデリバティブ取引の時価
の変動による重要なリスクはない。 
なお、当社は金融機関のみを取引相手と
してデリバティブ取引を行っており、信用
リスクはほとんどないと判断している。 

               同左 

(3) 取引に係るリス
クの管理体制 

 当社のリスク管理は、内規である「リス
ク管理方針」に基づき、経営上多額な損失
を被ることのないように、市場価格の変動
に晒されている対象物に対してその損失回
避のため、効果的にデリバティブ取引が利
用されているか、また、取引限度枠を超え
た単独のデリバティブ取引が存在していな
いか等に重点をおいて行っている。 
 また、デリバティブ取引の限度額の設定
は社長の、取引の契約は担当役員の認可事
項としている。日常における取引の契約及
び執行管理は、財務部内で行われ、執行後
財務部長及び担当役員に報告される。リス
ク管理状況等については、コンプライアン
ス室が定期的に監査を行っている。 
 なお、財務部内では、常にデリバティブ
取引の残高状況・評価損益状況を把握し、
随時財務部長及び担当役員に報告してい
る。 

               同左 



(退職給付関係) 

  

前連結会計年度 

  

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社の退職金制度は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けている。 

連結子会社の退職金制度は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

  

  

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

  

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

  

(注) 連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上している。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  

イ 退職給付債務 19,215 百万円 

ロ 年金資産 △7,787   

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) 11,428   

ニ 未認識数理計算上の差異 △461   

ホ 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ) 10,967   

へ 退職給付引当金 10,967   

イ 勤務費用 598 百万円 

ロ 利息費用 411   

ハ 期待運用収益 △122   

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 131   

ホ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 1,018   

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  

ロ 割引率 2.2％  

ハ 期待運用収益率 2.0％  

ニ 数理計算上の差異の処理年数 ５年  

(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしている。) 



当連結会計年度 

  

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社の退職金制度は、確定給付型の制度として適格退職年金制度を設けている。 

連結子会社の退職金制度は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

  

  

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

  

３ 退職給付費用に関する事項(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

  

(注) 連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上している。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  

イ 退職給付債務 19,505 百万円 

ロ 年金資産 △10,753   

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) 8,752   

ニ 未認識数理計算上の差異 989   

ホ 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ) 9,742   

へ 退職給付引当金 9,742   

イ 勤務費用 615 百万円 

ロ 利息費用 418   

ハ 期待運用収益 △155   

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 118   

ホ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ) 996   

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  

ロ 割引率 2.2％  

ハ 期待運用収益率 2.0％  

ニ 数理計算上の差異の処理年数 ５年  

(各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法に

より按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしている。) 



(税効果会計関係) 

  

  

前へ     

前連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

  

繰延税金資産   繰延税金資産   

営業権償却限度超過額 16,635百万円 営業権償却限度超過額 11,090百万円 

繰越欠損金 3,085 繰越欠損金 4,144 

賞与引当金 531 貸倒引当金損金算入限度超過額 638 

貸倒引当金損金算入限度超過額 280 賞与引当金 542 

   その他 725   その他 986   

繰延税金資産小計 21,258   繰延税金資産小計 17,371   

評価性引当額 △1,870   評価性引当額 △818   

繰延税金資産合計 19,387   繰延税金資産合計 16,552   

        

繰延税金負債   繰延税金負債     

 その他有価証券評価差額金 △358 

△75 

  その他有価証券評価差額金 △1,343   

固定資産圧縮積立金   繰延税金負債合計 △1,343   

繰延税金負債合計 △434         

            

繰延税金資産の純額 18,953   繰延税金資産の純額 15,209   

            

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれている。 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれている。 

    

 流動資産－繰延税金資産  1,009百万円  流動資産－繰延税金資産 1,109百万円 

固定資産－繰延税金資産 17,944  固定資産－繰延税金資産  14,099 

    

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異が法定実効税率の100分の５以下のため

記載を省略した。 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

    法定実効税率 40.7％ 

    （調整）   

    
交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
5.0 

    
受取配当金等永久に益金に算

入されない項目 
△0.1 

    住民税均等割等 3.9 

    
評価性引当額見直しによる影

響 
△16.6 

    持分法による投資損益 15.0 

           その他 0.2   

  

  
  

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 

  

48.1 
  

      



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業等
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

297,319 6,941 304,260 － 304,260

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

10 15 26 ( 26 ) －

計 297,330 6,956 304,286 ( 26 ) 304,260 

営業費用 283,831 6,572 290,403 3,596 293,999 

営業利益 13,499 384 13,883 ( 3,622 ) 10,261 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

    

資産 124,415 21,936 146,352 53,720 200,072 

減価償却費 553 42 595 9 605 

資本的支出 306 102 409 1 411 

  
建設事業 
(百万円) 

不動産事業等
(百万円) 

計
(百万円) 

消去又は
全社(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

295,963 3,322 299,285 － 299,285

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

7 19 26 ( 26 ) －

計 295,970 3,341 299,312 ( 26 ) 299,285 

営業費用 284,926 2,485 287,412 3,564 290,976 

営業利益 11,044 855 11,900 ( 3,591) 8,308 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

    

資産 130,151 7,602 137,754 52,205 189,959 

減価償却費 400 39 440 7 448 

資本的支出 425 16 441 9 451 



(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1) 事業区分の方法 

  日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分した。 

(2) 各区分に属する主要な事業の内容 

  建設事業：土木・建築その他建設工事全般に関する事業 

  不動産事業等：不動産の販売、賃貸事業他 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度3,622百万円、当連結会計年

度3,591百万円である。その主なものは、連結財務諸表提出会社の管理部門に係わる費用である。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度54,015百万円、当連結会計年度54,909百万

円である。その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金(現金預金及び短期貸付金)、長期投資資金(投資有

価証券)及び管理部門に係わる資産等である。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至

平成18年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略した。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至

平成18年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略した。 

  



【関連当事者との取引】 

以下、関連当事者との取引における記載金額について、取引金額の欄及び取引に係る期末残高の欄のうち「完

成工事未収入金」、「支払手形」及び「工事未払金」を除いて、消費税等相当額を含んでいない金額である。 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(親会社及び法人主要株主等) 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引金額その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっている。 

(注) １ 間接所有は、東京急行電鉄㈱の子会社、㈱東急百貨店、㈱東急エージェンシー、㈱東急ストア、東横車輛電設㈱、東急フ

ァシリティサービス㈱、東急バス㈱、東急ジオックス㈱、東急ロジスティック㈱、㈱東急ステーションリテールサービス、

東急軌道工業㈱、伊豆急行㈱、上田交通㈱、東急グリーンシステム㈱、上電バス㈱及びＴＣプロパティーズ㈱によるもので

ある。 

   ２ 同社は、議決権等の被所有割合に記載しているもののほか、当社株式75,000千株を退職給付信託に拠出しており、議決権

行使については同社が指図権を留保している。また、議決権のないＡ種優先株式及びＢ種優先株式を各々5,000千株所有し

ている。 

     ３ 建設工事取引の金額及びこれに係る科目残高については、当連結会計年度は完成工事高の計上基準に合わせた記載に変更

しているため、工事進行基準により売上計上した未引渡しの工事を含んでいる。なお、前連結会計年度の当該未引渡しの工

事を含んだ金額については、「建設工事の受注」21,769百万円、「完成工事未収入金」4,903百万円、「未成工事受入金」

3,333百万円である。 

  

(兄弟会社等) 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引金額その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっている。 

資金の貸付は、資金管理を東急グループ全体で統合管理するキャッシュマネジメントシステムに係わるものであり、期末残高を記

載している。 

  

(兄弟会社等) 

  

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 事業の内容 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
（％） 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等 
(名) 

事業上
の関係 

その他
の関係
会社 

東京急行
電鉄株式
会社 

東京都 
渋谷区   108,820 

鉄軌道事業 
不動産事業 
その他事業 

(被所有)
直接 16.2 
間接  0.9 

兼任 ２

主に東京
急行電鉄
株式会社
の発注す
る工事の
一部を受
注 

建設工事の受
注 34,445 

完成工事
未収入金 4,422

未成工事
受入金 3,540

施設の賃貸等 21 長期保証
金 11

株式の取得 555 ― ― 

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 事業の内容 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等 
(名) 

事業上
の関係 

その他
の関係
会社の
子会社 

東急ファ
イナンス
アンドア
カウンテ
ィング株
式会社 

東京都 
渋谷区 280 

金銭の貸付
及び財務処
理業務の代
行等 

― ―

運転資金
の貸付・
借入、給
与計算処
理業務の
代行等 
  

資金の貸付 10,337 短期貸付
金 10,337

受取利息 0 未収収益 0

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 事業の内容 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容 
取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)
役員の
兼任等 事業上



取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引金額その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっている。 

  

  

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(親会社及び法人主要株主等) 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引金額その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっている。 

(注) １ 間接所有は、東京急行電鉄㈱の子会社、㈱東急百貨店、㈱東急エージェンシー、㈱東急ストア、東横車輛電設㈱、東急フ

ァシリティサービス㈱、東急バス㈱、東急ジオックス㈱、㈱東急ステーションリテールサービス、東急軌道工業㈱、伊豆急

不動産㈱、上田交通㈱、東急グリーンシステム㈱、上電バス㈱及びＴＣプロパティーズ㈱によるものである。 

   ２ 同社は、議決権等の被所有割合に記載しているもののほか、当社株式75,000千株を退職給付信託に拠出しており、議決権

行使については同社が指図権を留保している。また、議決権のないＡ種優先株式及びＢ種優先株式を各々5,000千株所有し

ている。 

  

(名) の関係

その他
の関係
会社の
子会社 

東急ジオ
ックス株
式会社 

東京都 
渋谷区 50 

建設資材
の生産販
売等 

(被所有) 
直接  0.0 兼任 １

建設工事
の発注及
び建設資
材の購入
等 

建設工事の発
注等 

18,684 

支払手形 124

工事未払
金 11,072

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 事業の内容 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
（％） 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等 
(名) 

事業上
の関係 

その他
の関係
会社 

東京急行
電鉄株式
会社 

東京都 
渋谷区   110,608 

鉄軌道事業 
不動産事業 

(被所有) 
直接 16.2 
間接  0.8 

兼任 ２

主に東京
急行電鉄
株式会社
の発注す
る工事の
一部を受
注 

建設工事の受
注 37,333 

完成工事
未収入金 5,135

未成工事
受入金 5,774

施設の賃借 23 長期保証
金 11

ITシステム事
業の受託等 13 ― ― 



(兄弟会社等) 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

取引金額その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっている。 

  

  

(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 資本金 

(百万円) 事業の内容 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容 

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等 
(名) 

事業上
の関係 

その他
の関係
会社の
子会社 

東急ジオ
ックス株
式会社 

東京都 
渋谷区 50 

建設資材
の生産販
売等 

(被所有) 
直接  0.0 兼任 ２

建設工事
の発注及
び建設資
材の購入
等 

建設工事の発
注等 
  

19,641 工事未払
金 10,656

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 11.65円 16.26円 

１株当たり当期純利益 5.16円 3.11円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

当期純利益を下回らないため記載し

ていない。 

同左 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益     

 １．普通株式に係る当期純利益     

  (1)連結損益計算書上の当期純利益（百万円）               5,201 3,286 

  (2)普通株主に帰属しない金額（百万円） 

   （うち利益処分等による優先株式配当額） 

                363 

                （363） 

         363 

                (363) 

  普通株式に係る当期純利益（百万円）              4,838 2,922 

 ２．普通株式の期中平均株式数（千株）             937,266  937,252 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜
在株式の概要 

Ａ種優先株式 27,000千株
Ｂ種優先株式 12,500千株
  
この詳細については、
「第４提出会社の状況 
１株式等の状況 (1)株
式の総数等」に記載のと
おりである。 

同左 



(重要な後発事象) 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社の持分法適用関連会社である世紀東急工業株式会

社は、平成17年５月12日発表の平成17年３月期決算短信

において、固定資産の減損に係る会計基準の適用等によ

り、大幅な当期純損失となる平成18年３月期業績予想を

公表した。 
これに伴い持分法による投資損失として平成17年９月

中間期に概算24億円を、平成18年３月期に概算21億円を

それぞれ計上する見込みである。 
また、当社は、同社が本年５月27日に公表した「中期

３か年経営計画」に記載のとおり、自己資本増強策とし

て第三者割当増資40億円の引受け要請を受け、同社の計

画遂行を支援するとともに内諾することを決定してい

る。 

なお、上記損失額は同社の予想当期純損失に現在の当

社持分比率をかけて算出しており、今後の同社の経営成

績等により当該損失額は変動する可能性がある。 

当社は平成18年５月12日開催の取締役会において、

一連の資本政策について決議し、資本減少、株式併合

および単元株式数の変更を含めた定款一部変更の各議

案については、平成18年６月27日開催の定時株主総会

において承認可決された。内容は以下のとおりであ

る。 

１．資本減少について 

（１）目 的 

自己株式（優先株式）の取得に際して法の定め

る分配可能額の創出 

（２）内 容 

   ①減少する資本金の額 21,132,500,000円 

②増加するその他資本剰余金の額  

減少する資本金の額全額 

   ③効力発生日 平成18年８月４日 

  

２．自己株式（優先株式）の取得および消却について 

（１）目 的 

普通株主への安定配当 

 （２）内 容 

①取得する株式の種類および数 

  Ａ種優先株式 27,000,000株（全株式） 

    Ｂ種優先株式 12,500,000株（全株式） 

②取得するのと引換えに交付する金銭等の内容お

よびその総額   

   ③消却する自己株式  

上記①で取得した全優先株式  

   ④取得および消却日 平成18年10月１日 

  

３．株式併合について 

（１）目 的 

普通株式の発行済株式総数の適正化 

（２）内 容 

   ①併合の割合      10株を１株に併合 

②発行済株式総数 併合前 937,310,000株 

         併合後  93,731,000株 

③効力発生日      平成18年８月４日 

   ④併合する株式の種類 普通株式 

  

４．単元株式数の変更について 

（１）目 的 

普通株式の併合にあたり、普通株主の議決権に

変更を生じさせないため 

（２）内 容 

①単元株式数の変更   

 単元株式数を100株から10株に変更 

②効力発生日 平成18年８月４日 

（株式併合の効力発生日） 

  

Ａ種優先株式 14,445,000,000円

Ｂ種優先株式 6,687,500,000円

合 計 21,132,500,000円



  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ５．無担保転換社債型新株予約権付社債の発行について

（１）目 的 

優先株式の全部取得のための資金調達 

（２）内 容 

 ①発行日 

（社債の払込期日および新株予約権の割当日） 

   平成18年６月２日 

②発行する社債 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債 

（以下「本新株予約権付社債」といい、そのう

ち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを

「本新株予約権」という。） 

   ③社債の総額  金200億円 

   ④各社債の金額 金１億円の１種 

   ⑤本新株予約権の数     

各本社債に付する本新株予約権の数は１個と

し、合計200個の本新株予約権を発行する。  

⑥各社債および各新株予約権の払込金額 

各本社債の払込金額は金１億円（額面100円につ

き金100円）とし、各本新株予約権と引換えに金

銭の払込みを要しないこととする。 

⑦社債券の形式 無記名式 

なお、本新株予約権付社債は本社債または本新

株予約権のうち一方のみを譲渡することはでき

ない。 

   ⑧社債の利率  本社債には利息を付さない。 

⑨物上担保・保証の有無 無担保・無保証 

   ⑩割当予定先 

    Nomura Securities (Bermuda) Ltd. 

（以下「社債権者」という。）への全額割当 

   ⑪譲渡制限等   

本新株予約権付社債には譲渡制限を付す予定で

ある。また、本新株予約権付社債の割当予定先

である社債権者は、本新株予約権付社債に付さ

れた新株予約権の権利行使の結果取得すること

となる株式の数量の範囲内で行う当該株式と同

一銘柄の株式の売付け等以外の本買取案件に係

る空売りを目的として、借株を行わない。 

⑫本社債の償還 

    イ.償還価額  額面100円につき金100円 

ただし、繰上償還の場合は別途定める価額に

よる。 

ロ.償還方法   

 ⅰ.満期償還 

ⅱ.当社の選択による繰上償還  

ⅲ.社債権者の選択による繰上償還 

ⅳ.当社による本新株予約権付社債の取得 

        ハ. 償還期限  平成20年６月２日 

   ⑬本新株予約権の内容 

イ.目的となる株式の種類  当社普通株式 

ロ.株式の数の算定方法  

行使請求する本新株予約権に係る本社債の払

込金額の総額を転換価額で除して得られる最

大整数とする。 

 ハ.本新株予約権の行使可能期間 
    平成18年６月５日から平成20年５月30日 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  ニ.本新株予約権の行使により株式を発行する場
合における増加する資本金および資本準備金



  

に関する事項 
会社計算規則第40条による資本金等増加限
度額に0.7を乗じた額を資本金として計上
し、その残額を資本準備金として計上す
る。 

ホ.本新株予約権の行使に際して出資される財産
の内容および価額 
当該本新株予約権に係る本社債を出資する
ものとし、当該本社債の価額はその払込金
額と同額とする。 

ヘ.当初転換価額  
平成18年５月18日に決定する。 
ただし、平成18年５月17日の株式会社東京
証券取引所における当社普通株式の普通取
引の終値（以下「当社株式終値」とい
う。）が175円以上の場合には、平成18年
５月17日の当社株式終値とする。 
なお、平成18年５月17日の当社株式終値は
182円であったため、当該金額を当初転換
価額とすることに確定している。 

   ト.転換価額の修正     
      本新株予約権付社債の発行日後、毎月第３

金曜日(以下「決定日」という。) の翌取
引日以降、転換価額は、決定日まで(当日
を含む。）の５連続取引日（ただし、終値
（気配表示を含む。以下同じ。）のない日
は除き、決定日が取引日でない場合には、
決定日の直前の取引日までの５連続取引日
とする。)の毎日の当社株式終値の平均値
の90％に相当する金額に修正される。 
ただし、 
下限転換価額は当初転換価額×50％とし、 
上限転換価額は当初転換価額×150％とす
る。 
なお、当初転換価額の確定に伴い、上記の
下限転換価額を91円、上限転換価額を273
円とすることへそれぞれ改めている。 
また、当初転換価額の確定後最初の決定日 
（平成18年６月16日）に当初転換価額は 
146.7円に修正され、平成18年６月19日か
ら適用されている。 

     チ.転換価額の調整   
本新株予約権付社債の発行日後、特定の条
件に該当する事由により、当社普通株式数
に変更を生じる場合または変更を生ずる可
能性がある場合は、次に定める算式（以下
「転換価額調整式」という。）をもって転
換価額を調整する。 

  
調整後転換価額 

  

（注）転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転

換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始ま

る30取引日の毎日の当社株式終値の平均値とす

る。 

  既発行

普通株式数
＋
交付普通株式数×１株当たりの払込金額 

＝   調整前    

 転換価額 
×

時  価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  なお、上記５．無担保転換社債型新株予約権付社債の

詳細については、平成18年５月12日提出の有価証券届出

書および平成18年５月17日提出の有価証券届出書の訂正

届出書に記載している。 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項なし。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) 当社は、金融機関11社とシンジケートローン契約を締結しており、上記記載金額は全て当該契約に係わるも 

のである。また、「平均利率」については、当該契約における約定利率を記載している。 

  

(2) 【その他】 

重要な訴訟事件等 

当社は、平成15年10月１日に、（旧）東急建設（現 ＴＣプロパティーズ株式会社）が実施した会社分割によ

り建設事業に係わる一切の権利義務を包括承継しているが、会社分割前に施工した工事の発注者より、（旧）東

急建設を代表者とする共同企業体が施工した建物（施工建物の新築工事請負代金額約８億50百万円）の瑕疵を原

因として、当初の請負代金額を大幅に超える補修費用等の支払を求める仲裁手続（中央建設工事紛争審査会）を

受けている。 

仲裁手続において、当社は、申立人である発注者より示された書証、資料等の限りでは、申立人の主張するよ

うな瑕疵は認められないとしてこれを争い、主張・反論を行っている。 

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 6,000 9,468 2.25 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

22,340 ― ― ― 

合計 28,340 9,468 ― ― 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)               

Ⅰ 流動資産               

現金預金     5,666     15,218   

受取手形 ※１   10,675     8,327   

完成工事未収入金 ※２   86,005     91,006   

不動産事業等未収入金     2,406     113   

未成工事支出金     12,214     13,478   

不動産事業支出金     191     265   

販売用不動産 ※３   2,774     1,602   

材料貯蔵品     21     46   

短期貸付金     10,337     45   

前払費用     322     320   

繰延税金資産     958     1,052   

未収入金     900     1,080   

立替金     1,953     2,235   

仮払金     2,145     3,027   

その他流動資産     1,439     404   

貸倒引当金     △261     △362   

流動資産合計     137,752 70.1   137,861 73.4 

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産               

建物 ※４ 3,283     3,351     

減価償却累計額   △382 2,901   △574 2,776   

構築物 ※５ 119     109     

減価償却累計額   △62 57   △76 33   

機械装置   207     218     

減価償却累計額   △125 81   △161 57   

車両運搬具   1     19     

減価償却累計額   △1 0   △1 18   

工具器具・備品   316     373     

減価償却累計額   △162 154   △226 147   

土地 ※６   19,959     9,235   

有形固定資産計     23,155     12,267   



  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

２ 無形固定資産               

借地権 ※７   447     447   

その他無形固定資産     103     103   

無形固定資産計     550     550   

３ 投資その他の資産               

投資有価証券 ※８   9,850     12,602   

関係会社株式 ※９   2,615     6,472   

長期貸付金     105     －   

従業員に対する 
長期貸付金 

 85 85  

関係会社長期貸付金     857     938   

破産債権、更生債権等 ※10   398     290   

長期前払費用     131     1   

繰延税金資産     17,813     13,943   

長期保証金     3,448     3,160   

その他投資等     151     126   

貸倒引当金 ※10   △316     △422   

投資その他の資産計     35,141     37,200   

固定資産合計     58,847 29.9   50,018 26.6 

資産合計     196,600 100   187,879 100 

                

(負債の部)               

Ⅰ 流動負債               

支払手形 ※11   42,462     44,887   

工事未払金 ※12   54,645     56,041   

不動産事業等未払金     94     80   

短期借入金     6,000     9,468   

未払金     516     540   

未払費用     205     234   

未払法人税等     459     338   

未成工事受入金 ※13   14,818     19,417   

不動産事業受入金     1,367     －   

預り金     10,643     8,265   

前受収益     6     42   

完成工事補償引当金     503     786   

工事損失引当金     48     20   

賞与引当金     1,243     1,272   

その他流動負債     －     17   

流動負債合計     133,016 67.7   141,412 75.3 



  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

Ⅱ 固定負債               

長期借入金     22,340     －   

退職給付引当金     10,757     9,540   

長期預り保証金     302     253   

その他固定負債     50     －   

固定負債合計     33,450 17.0   9,794 5.2 

負債合計     166,467 84.7   151,206 80.5 

                

(資本の部)               

Ⅰ 資本金 ※14   28,401 14.4   28,401 15.1 

Ⅱ 利益剰余金               

利益準備金     －     55   

当期未処分利益     1,246     6,298   

利益剰余金合計     1,246 0.6   6,353 3.4 

Ⅲ その他有価証券評価差額金 ※15   519 0.3   1,954 1.0 

Ⅳ 自己株式 ※16   △34 △0.0   △36 △0.0 

資本合計     30,132 15.3   36,673 19.5 

負債資本合計     196,600 100   187,879 100 

                



② 【損益計算書】 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高               

完成工事高   287,300     286,983     

不動産事業等売上高   6,956 294,256 100 3,341 290,325 100 

Ⅱ 売上原価               

完成工事原価   263,630     265,717     

不動産事業等売上原価   6,348 269,978 91.7 2,199 267,917 92.3 

売上総利益               

完成工事総利益   23,669     21,266     

不動産事業等総利益   608 24,278 8.3 1,142 22,408 7.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               

役員報酬   175     188     

従業員給料手当   4,926     4,965     

賞与引当金繰入額   420     428     

退職金   17     23     

退職給付費用   295     284     

法定福利費   763     762     

福利厚生費   178     229     

修繕維持費   115     106     

事務用品費   661     649     

通信交通費   856     828     

動力用水光熱費   49     54     

調査研究費   484     423     

広告宣伝費   129     113     

貸倒引当金繰入額   448     561     

交際費   198     204     

寄付金   46     47     

地代家賃   1,215     1,152     

減価償却費   119     99     

租税公課   447     357     

保険料   25     25     

雑費   2,675 14,252 4.9 2,624 14,131 4.9 

営業利益     10,026 3.4   8,276 2.9 



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅳ 営業外収益               

受取利息 ※１ 11     53     

受取配当金 ※２ 150     127     

為替差益   －     107     

ロイヤリティ収入   26     －     

雑収入 ※３ 37 225 0.1 92 380 0.1 

Ⅴ 営業外費用               

支払利息   917     727     

雑支出   296 1,214 0.4 310 1,038 0.4 

経常利益     9,037 3.1   7,619 2.6 

Ⅵ 特別利益               

固定資産売却益 ※４ 194     1,800     

償却済債権等取立益   26 220 0.0 － 1,800 0.6 

Ⅶ 特別損失               

固定資産除却損 ※５ 10     9     

投資有価証券売却損   53     －     

関係会社事業損失 ※６ －     504     

貸倒引当金繰入額   －     208     

その他特別損失   － 64 0.0 6 729 0.3 

税引前当期純利益     9,193 3.1   8,690 3.0 

法人税、住民税 
及び事業税 

  300 244    

法人税等調整額   3,224 3,524 1.2 2,792 3,037 1.0 

当期純利益     5,668 1.9   5,653 1.9 

前期繰越利益     －     845   

前期繰越損失     4,422     －   

中間配当額     －     181   

利益準備金積立額     －     18   

当期未処分利益     1,246     6,298   

      



完成工事原価報告書 

  

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算である。 

  

不動産事業等売上原価報告書 

  

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算である。 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

材料費   30,047 11.4 36,137 13.6 

労務費   19,392 7.4 20,301 7.6 

(うち労務外注費)   （19,392） （7.4） （20,301） （7.6）

外注費   184,016 69.8 175,020 65.9 

経費   30,174 11.4 34,257 12.9 

(うち人件費)   （10,448） （4.0） （12,272） （4.6）

計   263,630   100 265,717   100 

     

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

土地代   5,841 92.0 1,444 65.7 

建物代   35 0.6 － － 

経費   471 7.4 754 34.3 

計   6,348   100 2,199   100 

     



③ 【利益処分計算書】 

  

（注）当事業年度は、平成17年12月12日にＡ種優先中間配当108百万円（１株につき４円01銭）、Ｂ種優先中間配当73百万円（１株に

つき５円88銭）を実施した。 

  

  
前事業年度

平成17年６月24日 
株主総会決議 

当事業年度 
平成18年６月27日 
株主総会決議 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益     1,246   6,298 

            

Ⅱ 利益処分額           

   利益準備金   37   18   

Ａ種優先株式配当金 
   （１株につき） 

216
(８円02銭） 

108
(４円01銭） 

 

Ｂ種優先株式配当金 
 （１株につき） 

147
(11円77銭） 

400
73

(５円89銭） 
200

            

Ⅲ 次期繰越利益     845   6,098 

   



重要な会計方針 

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

①子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  ②その他有価証券 

 時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価

法 

  (評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定している) 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

①未成工事支出金 

 個別法による原価法 

①未成工事支出金 

同左 

  ②不動産事業支出金 

 個別法による原価法 

②不動産事業支出金 

同左 

  ③販売用不動産 

 個別法による原価法 

③販売用不動産 

同左 

  ④材料貯蔵品 

 総平均法による原価法 

④材料貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

有形固定資産 

 定率法(但し、建物(建物付属設備を

除く)については定額法)を採用して

いる。 

 なお、主要な物件の耐用年数は以下

のとおりである。 

建物 55年

有形固定資産 

同左 

  

  

  

  

   

５ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理している。 

同左 



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

６ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上し

ている。 

 なお、当社は平成15年10月１日付の

会社分割による建設事業部門の承継

後に営業を開始したため、平成15年

９月30日以前の貸倒実績率は（旧）

東急建設株式会社（現 ＴＣプロパ

ティーズ株式会社）の実績率を適用

している。 

貸倒引当金 

同左 

  完成工事補償引当金 

完成工事のかし担保等の費用に充て

るため、過年度の実績率に基づく見

込額を計上している。 

 なお、当社は平成15年10月１日付の

会社分割による建設事業部門の承継

後に営業を開始したため、平成15年

９月30日以前の実績率は（旧）東急

建設株式会社（現 ＴＣプロパティ

ーズ株式会社）の実績率を適用して

いる。 

完成工事補償引当金 

完成工事のかし担保等の費用に充て

るため、過年度の実績率を基礎に将

来の支出見込を勘案して計上してい

る。 

 なお、当社は平成15年10月１日付の

会社分割による建設事業部門の承継

後に営業を開始したため、平成15年

９月30日以前の実績率は（旧）東急

建設株式会社（現 ＴＣプロパティ

ーズ株式会社）の実績率を適用して

いる。 

  工事損失引当金 

 当事業年度末手持工事のうち損失の

発生が見込まれるものについて、将

来の損失に備えるため、その損失見

込額を計上することとしている。 

工事損失引当金 

同左 

  賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に充て

るため、支給見込額基準により計上

している。 

賞与引当金 

同左 

  退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上し

ている。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(５年)によ

る定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理す

ることとしている。 

退職給付引当金 

同左 



  

  

表示方法の変更 

 （貸借対照表関係） 

  

 （損益計算書関係） 

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

７ 完成工事高の計上基準 完成工事高の計上基準は、工事進行基

準を採用している。但し、工期が１年

以内の工事については工事完成基準に

よっている。なお、当事業年度の工事

進行基準による完成工事高は171,784

百万円である。 

完成工事高の計上基準は、工事進行基

準を採用している。但し、工期が１年

以内の工事については工事完成基準に

よっている。なお、当事業年度の工事

進行基準による完成工事高は178,354

百万円である。 

８ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。 

同左 

９ ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によって

いる。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  ③ヘッジ方針 

内規の「リスク管理方針」に基づ

き、金利変動リスクをヘッジしてい

る。 

③ヘッジ方針 

同左 

  

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フロー変動の累計を半期毎に比

較し、両者の変動額等を基礎にし

て、ヘッジ有効性を評価している。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

10 その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税等に相当する額の会計処理

は、税抜方式によっている。 

消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
( 自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 ) 

当事業年度
( 自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 ) 

前事業年度において、「その他流動資産」に含めてい

た「仮払金」は、資産総額の100分の１を超えたため、

当事業年度より区分掲記することとした。 

なお、前事業年度の「その他流動資産」に含まれる当

該金額は、1,740百万円である。 

  

―――――――― 

前事業年度 
( 自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 ) 

当事業年度
( 自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 ) 

  

―――――――― 

前事業年度において、区分掲記していた「ロイヤリテ

ィ収入」は、営業外収益総額の100分の10以下となった

ため、当事業年度より「雑収入」に含めて表示するこ

ととした。 

なお、当事業年度の「雑収入」に含まれる当該金額

は、22百万円である。 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度

(平成18年３月31日) 

１ 担保資産 

  下記の資産は、長期借入金22,340百万円及び短期借

入金6,000百万円(長期借入金よりの振替分)の担保

に供している。 

※３ 販売用不動産 1,038百万円

※４ 建物 2,705  

※５ 構築物 48  

※６ 土地 19,476  

※７ 借地権 436  

※８ 投資有価証券 7,100  

※９ 関係会社株式 1,284  

  計 32,090  

１ 担保資産 

  下記の資産は、短期借入金9,468百万円(長期借入金

よりの振替分)の担保に供している。 

  

※３ 販売用不動産 1,032百万円

※４ 建物 2,528  

※５ 構築物 33  

※６ 土地 8,612  

※７ 借地権 436  

※８ 投資有価証券 9,434  

※９ 関係会社株式 747  

  計 22,824  

２ 関係会社に係る注記 

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次のとおりである。 

※１ 受取手形 3百万円

※２ 完成工事未収入金 4,581  

※11 支払手形 1,367  

※12 工事未払金 1,161  

※13 未成工事受入金 3,540  

２ 関係会社に係る注記 

  区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは、次のとおりである。 

※２ 完成工事未収入金 5,167百万円

※11 支払手形 1,502  

※12 工事未払金 890  

※13 未成工事受入金 5,814  

      

３ 偶発債務(保証債務) 

（イ）下記の会社等の借入金に対して保証を行って

いる。 

（注）※の保証金額は、他社分担保証額を除いた当 

   社の保証債務額である。 

  
全国漁港・漁村振興 
漁業協同組合連合会 

※  212百万円

  ㈱オハラ 158  

  計 370  

３ 偶発債務(保証債務) 

（イ）下記の会社等の借入金に対して保証を行って

いる。 

  （注）※の保証金額は、他社分担保証額を除いた当 

     社の保証債務額である。 

  
全国漁港・漁村振興
漁業協同組合連合会 

※  194百万円

  ㈱オハラ 131  

  計 326  

（ロ）下記の得意先が行うマンション購入者への手 

   付金保証契約に対する保証を行っている。 

  ㈱モリモト 789百万円

      

  合計((イ)＋(ロ)) 1,160  

（ロ）下記の得意先が行うマンション購入者への手 

   付金保証契約に対する保証を行っている。 

  作州商事㈱ 124百万円

  他２社 24  

  計 148  

      

  合計((イ)＋(ロ)) 474  

４ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高 

  なお、上記貸出コミットメントにおいては、当社が 

  子会社各社に提供するキャッシュマネジメントシス 

  テムに伴うものであり、必ずしも全額が実行される 

 ものではない。 

  総額 700百万円

  貸出実行残高 －  

  差引額 700  

４ 貸出コミットメントに係る貸出未実行残高 

同左 

５ ※14 会社が発行する株式の総数 

  「株式の消却が行われた場合または優先株式につき 
  普通株式への転換が行われた場合には、これに相当

する株式数を減ずる」旨を定款に定めている。 

   普通株式 2,000,000,000株

   Ａ種優先株式 30,000,000株

   Ｂ種優先株式 30,000,000株

  発行済株式の総数 

   普通株式 937,310,000株

   Ａ種優先株式 27,000,000株

   Ｂ種優先株式 12,500,000株

５ ※14 会社が発行する株式の総数 

同左 



  

  
  

(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

６ ※16 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

52,523株である。 

６ ※16 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

61,682株である。 

７ ※10 破産債権、更生債権等と貸倒引当金の直接減

額表示 

債権全額に貸倒引当金を設定している「破産

債権、更生債権等」については、当該貸倒引

当金(当事業年度末634百万円)を債権から直

接減額することとしている。 

７ ※10 破産債権、更生債権等と貸倒引当金の直接減

額表示 

債権全額に貸倒引当金を設定している「破産

債権、更生債権等」については、当該貸倒引

当金(当事業年度末1,112百万円)を債権から

直接減額することとしている。 

  

―――――――― 

  

８ 平成16年６月24日開催の定時株主総会において下記

の準備金による欠損てん補を行った。 

  資本準備金        35,401百万円 

８ ※15 配当制限 

     商法施行規則第124条第３号に規定する資産

に時価を付したことにより増加した純資産額

は519百万円である。 

９ ※15 配当制限 

     商法施行規則第124条第３号に規定する資産

に時価を付したことにより増加した純資産額

は1,954百万円である。 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 関係会社との取引にかかるものが次のとおり含まれ

  ている。 

  ※１ 受取利息              4百万円

  ※２ 受取配当金             11 

  ※３ 雑収入               8 

２ 研究開発費の総額 

  完成工事原価及び一般管理費に含まれる研究開発費

の総額は、789百万円である。 

３ ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。

４ ※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。

  

  

―――――――― 

  

土地 194百万円

建物 8百万円

工具器具・備品 2   

計 10   

  

―――――――― 

  

  

  

１ 研究開発費の総額 

  完成工事原価及び一般管理費に含まれる研究開発費

の総額は、710百万円である。 

２ ※４ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

３ ※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

４ ※６ 関係会社事業損失の内訳は次のとおりであ 

          る。 

土地 1,800百万円

構築物 7百万円

建物 1  

工具器具・備品 0   

計 9   

貸倒引当金繰入額 315 百万円

関係会社株式評価損 188  

計 504  



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

  

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置 43 26 17 

車両運搬具 69 25 43 

工具器具・備品 421 195 225 

その他無形固定 
資産 

352 124 227

合計 886 371 515 

  

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置 3 0 3 

車両運搬具 90 45 45 

工具器具・備品 1,257 381 876 

その他無形固定
資産 

680 296 383 

合計 2,032 724 1,307 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

   なお、取得価額相当額及び未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。 

  

１年内 239百万円

１年超 275  

合計 515  

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

同左 

１年内 526百万円

１年超 781  

合計 1,307  

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額 

  

支払リース料 272百万円

減価償却費相当額 272  

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額 

  

支払リース料 616百万円

減価償却費相当額 616  

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっている。 

  

 ④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

  

１年内 54百万円

１年超 39  

合計 94  

２ オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

  

１年内 68百万円

１年超 6  

合計 75  

(減損損失について) 

  リース資産に配分された減損損失はないため、項目

等の記載は省略している。 

(減損損失について) 

同左 



(有価証券関係) 
  

有価証券 
前事業年度(平成17年３月31日現在) 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

     (注) 子会社株式は時価のあるものがないため、記載していない。 

  
当事業年度(平成18年３月31日現在) 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

     (注) 子会社株式は時価のあるものがないため、記載していない。 
  
  

 (税効果会計関係) 
  

種類 
貸借対照表計上額
(百万円) 

時価
(百万円) 

差額
(百万円) 

関連会社株式 1,284 1,477 193 

種類 
貸借対照表計上額
(百万円) 

時価
(百万円) 

差額
(百万円) 

関連会社株式 2,294 4,478 2,184 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

  

繰延税金資産   繰延税金資産   

営業権償却限度超過額 16,605百万円 営業権償却限度超過額 11,070百万円 

繰越欠損金 3,050 繰越欠損金 4,112 

賞与引当金 506 貸倒引当金損金算入限度超過額 636 

貸倒引当金損金算入限度超過額 270 賞与引当金 517 

   完成工事補償引当金 204 完成工事補償引当金 320 

   未払費用 70 その他 461  

   その他 251   繰延税金資産小計 17,118  

繰延税金資産小計 20,960   評価性引当額 △781  

評価性引当額 △1,831   繰延税金資産合計 16,336  

繰延税金資産合計 19,129         

        

繰延税金負債   繰延税金負債     

 その他有価証券評価差額金 △356   その他有価証券評価差額金 △1,341  

繰延税金負債合計 △356   繰延税金負債合計 △1,341  

            

繰延税金資産の純額 18,772   繰延税金資産の純額 14,995  

          

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 法定実効税率 40.7％ 

交際費等永久に損金に算入さ
れない項目 

3.9 
交際費等永久に損金に算入さ
れない項目 

3.6 

受取配当金等永久に益金に算
入されない項目 

△0.1 
受取配当金等永久に益金に算
入されない項目 

△0.1 

住民税均等割等 3.3 住民税均等割等 2.8 

評価性引当額見直しによる影
響 

△9.6 
評価性引当額見直しによる影
響 

△12.1 

その他 0.1     その他 0.1   

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

38.3   
税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

  35.0 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  
  

(重要な後発事象) 

  
    「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 重要な後発事象」に記載している。 

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 10.68円 17.86円 

１株当たり当期純利益 5.65円 5.64円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

なお、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益については、１株当たり当
期純利益を下回らないため記載して
いない。 

同左 

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益     

 １．普通株式に係る当期純利益     

  (1)損益計算書上の当期純利益（百万円）               5,668 5,653 

  (2)普通株主に帰属しない金額（百万円） 

   （うち利益処分等による優先株式配当額） 

                363 

                （363） 

        363 

                (363) 

  普通株式に係る当期純利益（百万円）              5,304 5,289 

 ２．普通株式の期中平均株式数（千株）             937,266  937,253 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含まれなかっ
た潜在株式の概要 

Ａ種優先株式 27,000千株
Ｂ種優先株式 12,500千株
  
この詳細については、
「第４提出会社の状況 
１株式等の状況 (1)株
式の総数等」に記載のと
おりである。 

同左 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円) 

(投資有価証券)     

(その他有価証券)     

京浜急行電鉄㈱ 2,867,600 2,767 

京王電鉄㈱ 2,100,000 1,631 

大日本印刷㈱ 482,000 1,026 

キヤノン㈱ 100,000 779 

ウシオ電機㈱ 228,000 639 

日本空港ビルデング㈱ 500,000 556 

三菱電機㈱ 500,000 499 

凸版印刷㈱ 293,086 478 

Bangkok Metro Public Co Ltd. 100,000,000 453 

㈱オンワード樫山 162,970 338 

その他57銘柄 6,219,131 3,431 

計 113,452,787 12,602 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりである。 

土地   港区南青山   10,863百万円   売却 

２ 無形固定資産の金額は資産の総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載

を省略した。 

  

資産の種類 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

減価償却
累計額又は
償却累計額
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 
(百万円) 

有形固定資産               

 建物 3,283 110 42 3,351 574 199 2,776 

 構築物 119 1 11 109 76 17 33 

 機械装置 207 12 1 218 161 37 57 

 車両運搬具 1 18 0 19 1 1 18 

 工具器具・備品 316 60 4 373 226 67 147 

 土地 19,959 139 10,863 9,235 － － 9,235 

 建設仮勘定 － 41 41 － － － － 

有形固定資産計 23,888 384 10,965 13,307 1,040 322 12,267 

無形固定資産               

 借地権 － － － 447 － － 447 

 その他 
 無形固定資産 

－ － － 103 － － 103

無形固定資産計 － － － 550 － － 550 

長期前払費用 132 0 130 2 1 0 1 



【資本金等明細表】 

  

 (注) １ 当期末における自己株式は61,682株である。 

２ 利益準備金の増加の原因は、前期決算の利益処分及び当期中間配当に伴う積み立てによるものである。 

  

【引当金明細表】 

  

 (注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は一般債権分の洗替による戻入額３百万円、回収に伴う個別引当金の戻入額０百

万円、破産債権、更生債権等の個別引当金の見直しによる取崩額６百万円及び債権全額に貸倒引当金を設定したことに

より、債権全額と直接相殺した金額587百万円の合計額である。 

   ２ 工事損失引当金の「当期減少額(その他)」は工事利益率の改善に伴い、工事損失見込額を見直したことによる取崩額で

ある。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金 (百万円) 28,401 － － 28,401 

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (937,310,000) (－) (－) (937,310,000)

普通株式 (百万円) 18,526 － － 18,526 

Ａ種優先株式 (株) (27,000,000) (－) (－) (27,000,000)

Ａ種優先株式 (百万円) 6,750 － － 6,750 

Ｂ種優先株式 (株) (12,500,000) (－) (－) (12,500,000)

Ｂ種優先株式 (百万円) 3,125 － － 3,125 

計 (株) (976,810,000) (－) (－) (976,810,000)

計 (百万円) 28,401 － － 28,401 

利益準備金及び 
任意積立金 

（利益準備金） (百万円) － 55 － 55 

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 577 1,110 305 597 784 

完成工事補償引当金 503 786 503 － 786 

工事損失引当金 48 7 3 32 20 

賞与引当金 1,243 1,272 1,243 － 1,272 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

(イ)現金及び預金 
  

  

(ロ)受取手形 

(a) 相手先別内訳 
  

  

(b) 決済月別内訳 
  

  
  

区分 金額(百万円) 

現金 7 

預金     

当座預金 9,993   

普通預金 5,174   

定期預金 43   

郵便振替貯金 0 15,211 

合計 15,218 

相手先 金額(百万円) 

藤和不動産㈱ 1,556 

㈱モリモト 1,524 

セントラル総合開発㈱ 1,425 

㈱ジョイント・ランド 448 

㈱新日本建物 408 

その他 2,964 

計 8,327 

決済月 金額(百万円) 

平成18年４月 567 

    ５月 205 

    ６月 3,126 

    ７月 1,469 

    ８月 2,146 

    ９月 672 

    10月以降 140 

計 8,327 



(ハ)完成工事未収入金 

(a) 相手先別内訳 

  

  

(b) 滞留状況 

  

  

(ニ)未成工事支出金 

  

(注) 期末残高の内訳は次のとおりである。 

  

  

(ホ)不動産事業支出金 

  

  

相手先 金額(百万円) 

東京急行電鉄㈱ 5,135 

東急不動産㈱・住友不動産㈱・住友商事㈱・ 

オリックス・リアルエステート㈱ 
4,870 

国土交通省 4,376 

三井不動産㈱ 3,727 

三菱地所㈱・新日石不動産㈱ 3,300 

その他 69,595 

計 91,006 

平成18年３月期   計上額 86,395 百万円

平成17年３月期以前 計上額 4,610  

計 91,006  

期首残高 
(百万円) 

当期支出額 
(百万円) 

完成工事原価への振替額
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

12,214 266,981 265,717 13,478 

材料費 2,284 百万円

労務費 1,059  

外注費 6,903  

経費 3,231  

計 13,478  

造成費 18 百万円

建築費 5  

経費 240  

計 265  



(ヘ)販売用不動産 

  

(注) 販売用土地の内訳は次のとおりである。 

  

(ト)材料貯蔵品 

  

  

 (チ)繰延税金資産 

  

(注) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳については、「第５経理の状況 ２財務諸表等 (1)財務諸表 税効果会計関係」に

記載している。 

  

区分 面積(㎡) 金額(百万円) 

販売用土地 251,822 1,595 

販売用建物 延床面積 348 6 

計   1,602 

地域 面積(㎡) 金額(百万円) 

関東 

近畿 

251,737 

84 

1,584 

11 

計 251,822 1,595 

区分 金額(百万円) 

機械雑品 46 

区分 金額(百万円) 

流動資産に計上した繰延税金資産 1,052 

固定資産に計上した繰延税金資産 13,943 

計 14,995 



② 負債の部 

(イ)支払手形 

(a) 相手先別内訳 
  

  

(b) 決済月別内訳 
  

  

(ロ)工事未払金 
  

  

相手先 金額(百万円) 

冨士機材㈱ 672 

世紀東急工業㈱ 643 

東建産業㈱ 541 

㈱ライトブラック 473 

阪和興業㈱ 468 

その他 42,087 

計 44,887 

決済月 金額(百万円) 

平成18年４月 10,790 

    ５月 11,198 

    ６月 11,295 

    ７月 11,573 

    ８月 27 

    ９月 － 

    10月以降 2 

計 44,887 

相手先 金額(百万円) 

東急ジオックス㈱ 10,656 

東建産業㈱ 419 

世紀東急工業㈱ 229 

川本工業㈱ 226 

横河工事㈱ 206 

その他 44,303 

計 56,041 



(ハ)短期借入金 

  

(注) 上記記載金額は、全て１年以内に返済予定の長期借入金からの振替分である。 

  

(ニ)未成工事受入金 

  

(注) 損益計算書の完成工事高286,983百万円と上記完成工事高への振替額203,214百万円との差額83,769百万円は完成工事未収入

金の当期発生額である。なお、「(2)主な資産及び負債の内容 ①資産の部 (ハ)完成工事未収入金 (b)滞留状況」の完成

工事未収入金当期計上額86,395百万円との差額2,625百万円は、消費税等部分の未収入金である。 

  

(ホ)退職給付引当金 

  

  

(3) 【その他】 

 重要な訴訟事件等 

「第５経理の状況 １連結財務諸表等 (2)その他 重要な訴訟事件等」に記載している。 

借入先 金額(百万円) 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 2,667 

㈱みずほコーポレート銀行 1,451 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 1,221 

中央三井信託銀行㈱ 1,008 

住友信託銀行㈱ 977 

その他 2,141 

計 9,468 

期首残高 
(百万円) 

当期受入額 
(百万円) 

完成工事高への振替額
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

14,818 207,812 203,214 19,417 

区分 金額(百万円) 

退職給付債務 19,304 

年金資産 △10,753 

未認識数理計算上の差異 989 

計 9,540 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

（注） １ 平成18年６月27日開催の定時株主総会の決議により、単元未満株式の買増しを請求することができる旨を定款に定めて
いる。なお、「単元未満株式の買増し」の取扱場所・株主名簿管理人・取次所・買増手数料については、上記「単元未
満株式の買取り」欄に記載のとおりとする。 

２ 平成18年６月27日開催の定時株主総会において決議された株式併合の効力発生（平成18年８月４日予定）を条件とし
て、当社の単元株式数を、100株から10株とする定款の変更を同定時株主総会において決議した。なお、株式併合の効力
発生後の株券の種類は、10,000株券、1,000株券、100株券、10株券及び10株未満の株式数を表示した株券とする。 

    ３ 会社法施行後においては、会社法第440条第４項の規定により、決算公告は行わないものとする。 

  

  

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 100,000株券  10,000株券    1,000株券  100株券 
100株未満の株式数を表示した株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数   100株 

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 本店 

  株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

株券喪失登録に 
伴う手数料 

喪失登録     １件につき 9,030円（消費税額を含む）
喪失登録株券   １枚につき  525円（消費税額を含む） 

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 本店 

  株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号
 中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店
日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

当提出会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行
う。なお、電子公告は当社ホームページに掲載することとし、そのアドレスは次のと
おりである。 
http://const.tokyu.com/index.html 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等がない。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間において、関東財務局長に提出した証券取引法第25条第１項

各号に掲げる書類は、次のとおりである。 

  

  

  

(１) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第２期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月27日提出 
  

(２) 臨時報告書 
証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第２項第19号（連結会社の財政状態及び経営
成績に著しい影響を与える事象の発生）に基づく臨時報告書
である。 

  

平成17年７月25日提出 
  

(３) 臨時報告書の訂正報告書 
平成17年７月25日提出の臨時報告書（証券取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項
第19号（連結会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与
える事象の発生））に係る訂正報告書である。 

  

平成17年11月14日提出 

(４) 半期報告書 (第３期中) 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

  
平成17年12月19日提出 
  

(５) 臨時報告書 
証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する
内閣府令第19条第２項第12号（提出会社の財政状態及び経営
成績に著しい影響を与える事象の発生）ならびに同第19条第
２項第19号（連結会社の財政状態及び経営成績に著しい影響
を与える事象の発生）に基づく臨時報告書である。 

  

平成17年12月22日提出 
  

(６) 臨時報告書の訂正報告書 
平成17年12月22日提出の臨時報告書（証券取引法第24条の５
第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項
第12号（提出会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を与
える事象の発生）ならびに同第19条第２項第19号（連結会社
の財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発
生））に係る訂正報告書である。 

  

平成18年１月11日提出 

(７) 有価証券届出書及びその添付書類 
転換社債型新株予約権付社債の募集 

  
平成18年５月12日提出 

(８) 有価証券届出書及びその添付書類の訂正届出書 
平成18年５月12日提出の有価証券届出書及びその添付書類に
係る訂正届出書である。 

  
平成18年５月15日提出 

(９) 有価証券届出書及びその添付書類の訂正届出書 
平成18年５月12日提出の有価証券届出書及びその添付書類に
係る訂正届出書である。 

  
平成18年５月17日提出 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

  

該当事項なし。 

  

  



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月24日

   東急建設株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東

急建設株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東

急建設株式会社及び連結子会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は翌連結会計年度において多額の持分法による投資損失の計上を予

定している。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

                                   以 上
  

新日本監査法人 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 富 山  兼 忠 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 唐  澤   洋 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 松 尾  浩 明 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月27日

   東急建設株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東

急建設株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を

行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東

急建設株式会社及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年５月１２日の取締役会において、一連の資本政策につ

いて決議し、資本の減少、株式併合及び単元株式数の変更を含めた定款一部変更の各議案については、平成１８年６

月２７日の定時株主総会において承認可決された。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

                                   以 上
  

新日本監査法人 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 富 山  兼 忠 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 松 尾  浩 明 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月24日

   東急建設株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東

急建設株式会社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東急建

設株式会社の平成１７年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上

  

  
  

新日本監査法人 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 富 山  兼 忠 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 唐  澤   洋 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 松 尾  浩 明 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月27日

   東急建設株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東

急建設株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東急建

設株式会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点

において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年５月１２日の取締役会において、一連の資本政策につ

いて決議し、資本の減少、株式併合及び単元株式数の変更を含めた定款一部変更の各議案については、平成１８年６

月２７日の定時株主総会において承認可決された。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

  
  

新日本監査法人 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 富 山  兼 忠 

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 松 尾  浩 明 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管してお

ります。 
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